
◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 皆さん、おはようございます。出席委員も定足数に

達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の会議は、審査日程第４号によって進めます。

ただ今から、令和２年度決算議案７案件を一括議題と

し総括質疑を行います。なお、この際申し上げます。

今回の総括質疑については、先に議会運営委員長から

ご報告がありましたとおり、質疑、答弁を含めて１人

30分ずつの時間制とし、各会派等の人員に応じて、そ

れぞれ時間配分をいたしておりますので、よろしくご

協力願います。 

 また、質疑の順序については、皆様方のお手元に配

付いたしております「決算特別委員会総括質疑時間配

分表」のとおりでありますが、時間の差異の調整につ

いては、委員長にご一任願いたいと思います。なお、

各会派等の持ち時間の３分前に、委員長より予鈴をも

ってお知らせいたしますので、ご協力をお願いします。 

 重ねて申し上げます。総括質疑に対する当局側の答

弁は、質疑者の時間制約もありますので、簡潔明瞭に

お願いいたします。 

 それでは、直ちに総括質疑を行います。まず、市政

クラブの質疑を許します。鈴木由美子委員。 

◎鈴 木 由美子 委員 

 おはようございます。市政クラブの総括質疑をさせ

ていただきます。 

 まず初めに決算書の308ページ、尾花沢市財政調整

基金について伺います。66ページにもありますとおり、

基金繰入金の当初予算は２億6,000万円に３億7,731万

円の補正予算を組みました。決算年度末残高は６億

614万8,000円となり、前年度末残高の８億7,103万円

と比べまして、２億6,488万2,000円が減少しました。

このことについてどのようにお考えでしょうか。また

市としては、どのぐらいの基金が必要と考えていらっ

しゃいますか。必要な基金を確保するためにはどのよ

うなことが必要とお考えか、お尋ねをいたします。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 財政課長。 

◎財政課長（本 間   純 君） 

 財政調整基金でございますけれども、年度間の財源

の不均衡を調整するための基金でもございまして、ま

た大規模災害等の発生や、緊急を要する財政需要に対

する財源として当てるため設置されているものでござ

います。令和２年度につきましては、鈴木委員仰ると

おり、当初予算で２億6,000万円繰り入れましたほか、

年度の前半につきましては、新型コロナウイルス感染

症対策関係の各種事業予算として使わせていただいた

ほか、年度後半につきましては、昨年度の思わぬ豪雪

ということで、２億円ほど予備費を充当して使わせて

いただいておったところでございます。そのため決算

額につきましては先ほどありましたように、６億円ほ

どとなっておるところでございます。 

 財政調整基金の標準的な規模というふうなことで、

何度もご質問いただいておりますけれども、これまで

もお答えしたとおり、市の標準的な収入規模でありま

す標準財政規模、約60億円でございますけれども、こ

ちらの１割といたしまして６億円、また豪雪等に備え

て約２億円というふうなことで、約８億円の予算規模

が適正というふうに考えておるところでございます。 

 自主財源の乏しい尾花沢市にとりまして、当初予算

の編成等々非常に歳入の見通しが不確実なところもご

ざいまして、財政調整基金を取り崩して予算を編成し

たというところでございまして、今後も災害あるいは

大雪など緊急を要する財政需要に応えるために、財政

調整基金を積み立ててまいりたいと思います。以上で

ございます。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 鈴木委員。 

◎鈴 木 由美子 委員 

 今ご答弁にもありましたが、収入が不確実だからこ

そ、やはり必要なものにはお金は使わなくてはいけな

いと思うんですけれども、積立をするということも今

は重要なことだと思います。それで監査意見書では、

中長期的な視点に立った計画的な基金の活用をお願い

したいとしております。今後の見通しについてお聞か

せください。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 財政課長。 

◎財政課長（本 間   純 君） 

 今後の中長期的な計画というふうなことでございま

すけれども、財政調整基金に関わらず、本当に必要な

ところには必要な予算を投下しなければならないと思

います。そのためにも、不要不急の事業等は場合によ

っては見直しせざるを得ないのかなというふうな財政

当局の考えではあります。とにかく今後、大きな事業

が目白押しとなっておりますので、健全財政を堅持し

ていくためにも、場合よっては事業の取捨選択、事業

の実施時期を後ろに送るというふうなことも、場合に

よっては判断していかなければならないかと思います

ので、財政シミュレーションをしながら、考えてまい

りたいと思います。 



◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 鈴木委員。 

◎鈴 木 由美子 委員 

 課長の仰るとおりだと思います。大きな施設が同じ

ような時期に建設されまして、どれも老朽化を迎えて

いるということですので、その中でも、市民生活に一

番影響が出ると思われることを、優先されるべきでは

ないかと私思っているところでございます。限られた

財源を有効に使っていただくために、計画的にぜひ事

業の実行をお願いしたいと思います。 

 続きまして、予備費の充用と予算の流用についてお

伺いいたします。決算書の82ページ83ページ、２款１

項５目、財産管理費10節需用費に87万円の予備費を充

用されましたが、不用額として510万8,932円を計上し

ています。また決算書の88、89ページ、２款１項10目、

路線バス運行費17節備品購入費に、こちら99ページで

すけれども15目14節工事請負費から、11万円を流用さ

れました。これも不用額が76万3,935円となっており

ます。しかも流用された11万円は繰越明許費として計

上しております。この２件について、どうして予備費

の充用と予算の流用が必要だったのかお聞きしたいと

思います。 

 また尾花沢市ではこういった予備費の充用や予算の

流用について、何かルールのようなものを設けていら

っしゃるのかどうかについてもお伺いをいたします。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 財政課長。 

◎財政課長（本 間   純 君） 

 まず財産管理費、２款１項５目への予備費の充用で

ございますけれども、こちらにつきましては、昨年、

年度初めのコロナ感染症防止対策のために、市役所窓

口、庁舎窓口のカウンターにございます樹脂製のパネ

ル、こちらを設置するために予備費を充用したもので

ございます。なおコロナ対策といたしまして、予備費

を充用いたしましたけれども、こちらにつきましては、

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金と

いうふうなことで、こちらの対象となっておりますの

で、後ほどこちらについては、交付金をあてて予算を

調整しておりますので、ただ年度当初、こういったコ

ロナ対策の予算というのは計上されてございませんで

したので、予備費で緊急に対応したと。なお予備費を

充当した事業について不用額が出た際は、それはその

まま不用額という形で残すのが通常だそうでございま

すので、そのように処理させていただきました。 

 また予備費の充用、並びに予算の流用については、

地方自治法第217条、予算外の支出または予算超過の

支出にあたるため、歳入歳出予算に予備費を計上しな

ければならないとされております。臨時会を招集する

までもない軽微な場合につきましては、予備費を充当

して執行することができることになってございます。

しかしながら予算額の不足が生じた場合は、予算の補

正を行って、議会の議決を経た上で執行するのが原則

かと考えております。 

 また予算の流用につきましては、同じく地方自治法

第220条の第２項、こちらのほうで歳出予算の各項の

経費の金額は、予算の執行上必要がある場合に限り、

予算の定めるところによりこれを流用することはでき

るとされてございますし、市の財務規則の中でも予備

費の充用、流用について謳われてございます。以上で

す。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 市民税務課長。 

◎市民税務課長（菅 原 幸 雄 君） 

 ２款１項10目17節の備品購入費の流用についてご説

明いたします。路線バス運行費につきましては、大き

く２つの事業が入っております。１つは路線バスの運

行を行う経常的な経費を支出する路線バス運行費。も

う１つが路線バスの購入の際、予算化する路線バス購

入費の２つであります。路線バスの運行費につきまし

ては、ほぼ大部分を一般財源で賄っておりますけれど

も、路線バス購入費については、過疎対策事業債を財

源として予算が組まれております。そのため備品購入

費の予算ございましたけれども、路線バス購入費から

ではなくて、別の目からの予算を流用させていただい

たというところであります。これにつきましてはもち

ろん、財政のほうとも協議をして措置したというふう

なことになります。以上です。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 鈴木委員。 

◎鈴 木 由美子 委員 

 ご説明ありがとうございました。今仰ったように予

備費の充用については、予算の編成時に予測できなか

った予算外の支出が出た場合において、軽微な補正に

ついてまでは議会を招集して補正予算を審議すること

は、議会運営上、行政運営上、非効率であるというこ

ととしています。しかしこちらの決算書の210、211ペ

ージを見ますと、さまざまな事態に見舞われたという

こともありますが、２款の総務費や10款の教育費が多

くてですね、100万円を超えるものが５件もございま

した。予算の流用については、地方自治法にも載って



いる市の規則にもあるということでありましたけれど

も、人件費とそれ以外の経費の相互流用や、交際費及

び諸経費に対する流用はしてならないなどと規則で定

めている自治体もあるようでしたので、やはり本市と

しても何かの運用ルールが必要ではないかと思ったと

ころです。その辺はどのようにお考えでしょうか。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 財政課長。 

◎財政課長（本 間   純 君） 

 鈴木委員仰るとおり、当然予算の予備費の充用につ

きましては、一定程度の制限が加えられてございます。

鈴木委員が仰ったとおりのことになっております。不

要不急のとにかく例えば災害等で、土砂崩れが発生し

ました、土砂を撤去しないとどうしても車の通行がで

きない、市民生活に支障をきたすとか、路線バスある

いはスクールバスが故障して運行できない、その修繕

等、緊急に支出しなければならない場合に限り、予備

費を充用しているものでございまして、例えば旅費に

予備費を充用するというふうなことは決してございま

せんので、今後も適正に執行してまいります。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 鈴木委員。 

◎鈴 木 由美子 委員 

 予備費の充用や予備費の流用については分かりまし

た。そちらは議会の議決が必要ないということで、当

局にとってはいい制度だと思います。ですけれども、

私たち議員にとっては、適正な予算執行かどうかチェ

ックすることができなくなってしまいます。なぜ私今

回このような質問をさせていただいたかと言いますと、

昨年はあの予算計画がほぼ仕上がった時期に、どんど

んコロナ禍に入ってしまいまして、市長もはじめ市当

局の方には予期せぬ出来事で、本当に大変なご苦労が

あったということを十分承知しております。急を要す

るということで、資金のない中で決行せざるを得ない

こともあったんだと思います。専決ということも多く

ございました。ですけれども、この質問の大きな理由

の１つには、行政というのは以前から一度前例を作り

ますと、次回から恒常化する傾向があるんじゃないか

と、多くの市民の方からのご意見を頂戴しております。

令和２年度のこの決算予備費の使い方というのを、特

例であったということを確認したかったのですが、そ

の辺は先ほどのお答えどおり、お間違いないでしょう

か。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 財政課長。 

◎財政課長（本 間   純 君） 

 法律あるいは市の財務規則等に示されたとおり、予

算を執行しているものでございまして、不要なものに

予備費を充用したというふうなことは決してございま

せん。コロナ対策の関係で総額でですね、3,064万円

予備費から充用をさせていただいております。予備費

の総額が5,000万円でございますので、もう５分の３

がコロナ対策関係の予算と、予算のために充用したと

いうふうなことでございますし、そのほか約900万円

弱が予備費として充用されてございますけれども、こ

ちらにつきましても、ホイールローダーの修繕だとか、

スクールバス等の故障の修繕のためとか、あとは市営

住宅、昨年の断水のためですね、市営住宅の仮設トイ

レなどを応急的に設置したというふうなことで、全て

緊急を要するもののために予備費を充用したものでご

ざいますので、ご理解お願いしたいと思います。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 鈴木委員。 

◎鈴 木 由美子 委員 

 私も緊急を要することが昨年はたくさんあったとい

うことは、十分理解してるところです。ですけれども、

やっぱり緊急時というこそ冷静な判断というのも求め

られるところではないかと思いますので、ぜひとも私

たち、議員との議論というのも今後ともお願いしたい

と思います。 

 続きまして、306ページの財産に関する調書につい

てお伺いいたします。 

 歴史的文化的財産とみなされているものが、２種類、

計３点でございますが、この調書に記載する基準とい

うのはどういうものでしょうか。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 財政課長。 

◎財政課長（本 間   純 君） 

 お答えいたします。財産に関する調書につきまして

は、地方自治法施行令及び施行規則に基づき作成して

おりますけれども、この調書につきましては、記載す

る基準といたしまして、市の財務規則第126条におき

まして、取得額または評価額が100万円以上の備品、

あるいは自動車というふうに規定されており、それに

沿った財産調書を作成しているものでございます。以

上です。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 鈴木委員。 

◎鈴 木 由美子 委員 

 そうしましたら、市内の小中学校に寄贈された文化



財とか、また蔵書となっているものはどのようになる

のでしょうか。市の管理する財産とならないのか。金

額によらない財産として、市の財産というお考えには

ならないでしょうか。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 こども教育課長。 

◎こども教育課長（坂 木 良 一 君） 

 市の小中学校のほうに寄贈いただいたものについて

の取り扱いについては、市の財務規則に基づいて、学

校のほうで管理をしていただいております。教育財産

につきましても、市の財産であるというような考えで

あります。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 鈴木委員。 

◎鈴 木 由美子 委員 

 小中学校には、さまざまな文化的財産等あるとお聞

きしております。私も実際拝見したことあるんですけ

れども、100万円が価値があって、値段が付いていな

いものが価値がないというところは、ちょっとどうな

のかなと思うところなんですけれども、私が知ってい

る範囲では、尾花沢中学校にある蔵書、尾花沢中学校

蔵書の鈴木清風の「俳諧おくれ双六」、「俳諧一橋」の

２冊。あとは東郷平八郎の書、今川夕子の日本画。尾

花沢小学校には真壁仁の詩、今川夕子の日本画、あと

は東海林僊芳という尾花沢を代表する絵師の日本画。

こういった歴史的なものがたくさんございます。ほか

の学校にもあると思います。こういったものを後世に

財産として引き継いでいかなければならないのではな

いかと思います。金額はついていませんけれども、学

校の管理というふうになっておりますが、こちらの調

書には載せたほうがいいんじゃないかなと思うところ

なんですが、どうでしょうか。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 こども教育課長。 

◎こども教育課長（坂 木 良 一 君） 

 今、委員のほうからありましたように、学校のほう

にいろいろと寄贈いただいて、学校のほうで管理して

いただいているのは調度品的なものもございます。こ

れにつきましては、財産に関する調書につきましては、

先ほど財政課長のほうからありましたとおり、100万

円以上というような記載する要件もございますので、

それに基づいて現在記載されているというふうに捉え

ております。以上です。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 鈴木委員。 

◎鈴 木 由美子 委員 

 学校の先生が管理しているというのは、時間的にも、

そういうところまで実際は大変なんじゃないか。学校

の先生も転勤ありますし、直接の管理までは難しいの

ではないかなと思います。そして７次尾花沢市総合振

興計画では、芸術文化に触れる機会や文化財などにも

興味関心を持つことも、次世代につなぐ大きな役目と

ありますように、やはり市として金額が付けられてい

ても、いなくても、市の財産として、やはり登録して、

後世に財産として引き継いでいかなければならないの

ではないかなと思います。この中学校の蔵書におきま

しても、過去にはさまざまなことが起きて、なんとか

尾花沢中学校の蔵書になっているとお聞きしておりま

す。見る人が見れば、本当に価値のあるものだという

ことをご理解いただきたいと思います。関心を持たな

ければ、ただの作品というふうになってしまう。そこ

の行政として、市民に文化に興味を持つということを、

まず率先してそういった目を持っていただければなと

思うところです。いかがですか。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 会計管理者。 

◎会計管理者（間 宮   明 君） 

 寄贈品の取得についてお答えしたいと思います。先

ほどありました、こども教育課長の学校に寄贈された

部分につきましては、まずは市の固有財産であるので

すが、管理については、学校で教育財産としてきちん

と管理しているということになってございます。市に

寄贈品として取得されたものにつきましては、各課に

て物品の寄付、または贈与の申し出があった時は、寄

贈品調書を作成しまして市長の決裁を受けることとな

ってございます。そして寄贈品調書を作成し、市長決

裁後、会計課に寄贈品出納通知書を提出することにな

っておりまして、まず会計課で集約して一覧表として

まとめているところでございます。 

 先ほどありました、その調書及び通知書の中には、

評価額があるわけなんですけれども、職員が算定する

というのは大変困難なものでありまして、金額につい

ては、未記入の形でなっているものが多数あるところ

でございます。 

 先ほどありました財産に関する調書には、先ほど財

政課長からもありましたように、取得額100万円以上

を載せているところなんですが、特に寄贈された美術

品などにつきましては、専門家などの鑑定を依頼しま

して、時価評価額を算定してもらうなどの対応が、評

価する場合は必要となってございます。これにつきま



しましては、今後他市の状況を確認しながら、また関

係課と協議調整してまいりたいと考えておるところご

ざいます。以上です。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 鈴木委員。 

◎鈴 木 由美子 委員 

 学校任せにするのではなくて、もう一度学校のほう

に出向いていただいて、そちらの寄贈品調書と照らし

合わせていただければなと思います。あとは金額では

かれないものがあるというところです。 

 続きまして、実績報告書の76、77ページ、小中学校

校内通信ネットワーク整備事業と小中学校の情報端末

整備事業についてお伺いします。心配されるコロナ感

染対策として、オンライン授業が可能になったでしょ

うか。他校との合同授業は可能になりましたでしょう

か、お伺いいたします。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 教育指導室長。 

◎教育指導室長（髙 橋 和 哉 君） 

 オンライン授業に関しての今進行状況についてご説

明申し上げます。授業は基本的には対面で行うことと

いうふうに考えますけれども、家庭でタブレットを使

用できる環境整備については、緊急事態に備えて、持

ち帰り使用について、各家庭の希望や通信状況につい

て各校で確認を行っているところであります。基本的

に設備について、整備については完了しているという

ふうに考えておりますけれども、今確認作業というふ

うなところで進めているところであります。 

 それから、他校との合同授業というようなことです

けれども、これについては、有効な場面を捉えての活

用が重要であるというふうに考えます。教えるべき場

面を教えなければいけません。考える場面は徹底的に

考えさせる必要があります。オンラインの良さという

ふうなところを考えた時に、ほかの人の意見と自分の

考えを比較する、ほかの人の考えを自分の考えに活か

すというふうな場面で活用したいというふうに考えて

おります。一例として活用の例を申し上げます。宮沢

小学校で、市外の学校とのオンライン交流において、

総合的な学習のさわのはなを広めるための学習の場面

で、自分たちの学びについて他校の子どもたちに紹介

し、交流し意見交換を行っております。これについて

は、この続きとして公開研究会の折にも、こういった

授業実践を行おうというふうなことで計画していると

ころであります。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 鈴木委員。 

◎鈴 木 由美子 委員 

 １億3,000万円に近い事業費に、5,000万円ぐらいを

一般財源として出していただいていますので、有効な

活用をお願いしたいところでございます。先進的な天

童市の寺津小とかの例も参考にしていただいて、ぜひ

コロナ対策にも、万が一の時にも対応できるように進

めていただければと思います。終わります。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 奥山格委員。 

◎奥 山   格 委員 

 ３款１項２目、決算書113ページの老人保護措置費

についてお尋ねいたします。ここ３ヵ年の入所者数は

どういうふうになっているかお尋ねします。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 福祉事務所。 

◎福祉事務所長（吉 野 真 広 君） 

 こちらは措置費でありますので、福祉事務所の立場

からお答えいたします。ここ３年間の推移といたしま

しては、年度途中の入退所の関係から延べ人数で申し

上げますと、平成30年度は493名、令和元年度は464名、

令和２年度は407名となっております。以上です。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 奥山委員。 

◎奥 山   格 委員 

 これは市外の村山光ホームとか山静寿、神室荘なん

かにも入っている、それぞれ１名ずつ入っております

けれども、これを含めた延べ人数だと思います。万寿

荘の場合ですと、平成30年450人、延べ人数ですが、

令和１年428人、令和２年が371人となっております。

この入所者数の減少の要因についてはどういうふうに

把握しているかをお尋ねします。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 福祉事務所長。 

◎福祉事務所長（吉 野 真 広 君） 

 要因として考えられるのが、社会情勢の変化により、

自立に向けたサービスの充実などが考えられます。ま

ずは自宅での生活を望んでいる人が多くなったという

ことが考えられます。また市が開催する健康教室や地

域行事への参加等、元気で活発な高齢者が増加してい

るのも事実でございます。このようなことが要因と福

祉事務所では考えております。以上です。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 奥山委員。 

◎奥 山   格 委員 



 自宅での生活のほうが充実してきているというお答

えでありますけれども、養護老人ホーム制度の市民へ

の周知は十分になされているかについてお尋ねしたい

と思います。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 福祉事務所長。 

◎福祉事務所長（吉 野 真 広 君） 

 周知といたしましては、老人福祉法による措置につ

いては、入所者の募集を求める性質ではないため、民

生委員活動や包括支援センター等を通じ、対応を行っ

ております。以上です。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 奥山委員。 

◎奥 山   格 委員 

 実は尾花沢市のホームページを見てきたんですけれ

ども、高齢者福祉、介護福祉のところに、養護老人ホ

ームの入所の記載がありませんでした。何でないのか

なというふうに思いまして、よその村山市なんか見ま

したら、村山市のほうには養護老人ホームの入所とい

うことが、ホームページではっきり出ておりましたけ

れども、なぜこれホームページに掲載していないんで

すか。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 福祉事務所長。 

◎福祉事務所長（吉 野 真 広 君） 

 先ほど申し上げましたとおりに、入所者の募集等を

求める性質ではないということで、ホームページには

掲載しておりませんけれども、入所したいということ

については窓口対応のほうで対応しておりますけれど

も、今後ホームページの掲載については検討していき

たいというふうに思っております。以上です。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 奥山委員。 

◎奥 山   格 委員 

 やはりあの、他市町でちゃんとホームページに、福

祉サービスの内容として掲載しておりますので、これ

は掲載していただかないと、やっぱり市民に十分周知

されている、制度が周知されているというふうには言

えないのではないかなと思いますので、よろしくお願

いしたいと思います。 

 またあの、民生委員の方に配付しています、尾花沢

市保健福祉のサービスというガイドブックありますね。

これはあの福祉に携わる職員の方々、あるいは議員の

方なんか全て、この福祉関係者の方に配付されている

ガイドブックなわけでありますけれども、これを見て

みましたら、養護老人ホームの記載がないです。これ

養護老人ホームの記載がないということは、民生委員

の方々でも新しい方がいろいろ就任されておりますの

で、分からなくなってきている可能性もあるわけです

ね。これはすごく不十分だと思うんですけれども、こ

れはなぜないんですか。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 福祉事務所長。 

◎福祉事務所長（吉 野 真 広 君） 

 先ほどありましたとおり、ちょっと載せる性質では

ないということでありますけれども、奥山委員が仰る

とおりですね、今後はそのようなものには載せる検討

も必要かなと思っておりますけれども、民生委員さん

については、毎月民生児童協議会がありますので、そ

ちらの際に必ずそういう一人暮らし老人、老人夫婦等

のそういう相談については必ず相談を行っております

し、こちらのほうからも周知はいたしておりますので、

そのようなことで対応いたしている次第でございます。

以上です。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 奥山委員。 

◎奥 山   格 委員 

 そのガイドブックとかホームページに掲載されてい

ないということで、正直言って驚いた次第です。入所

者数が減少してきていると言いますけれども、そうい

ったところにちゃんと掲載なり記載がないというのは、

やっぱりこれ市民に十分周知させるという点では、不

十分になっているのではないかと思いますけれども、

その辺のところをきちんと、対応していただかなけれ

ばならないのではないかと思います。特にあの今、万

寿荘については、社会福祉法人徳良会のほうで、入所

者数が減少しているので、手を引きたいというような

話も出ておりますので、特にやっぱりこれは注意して、

市のほうで十分きちんと市民への周知を図っていただ

きたいと思います。よろしくお願いしたいと思います。 

 あと次３款２項３目、決算書の118ページ、実績報

告書で言いますと32ページであります。 

 これの中段に保育所運営事業というのがあります。

この内容について、また事業費について記載してあり

ますけれども、下のほうに、子ども子育て支援給付事

業というのがありまして、これがひまわり保育園とか、

尾花沢幼稚園とかということで、民間の保育園、認定

こども園が記載されているわけですので、上のほうは、

保育所運営事業のほうは、公立保育所の記載ではない

かと思いますけれども、金額的にあまりに１億1,300



万円ということで少ないので、これはあのこの記載が

どういうふうになっているのかお尋ねしたいと思いま

す。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 福祉課長。 

◎福祉課長（吉 野 真 広 君） 

 保育所運営事業については、公立保育園に係る保育

費でありますが、自実績報告書32ページについては、

子育て支援係より支払いをしているものを掲載してお

ります。ここにある事業費１億1,303万8,035円の主な

ものについては、会計年度任用職員の報酬3,756万

8,408円、給与、こちらのほうは調理師でありますけ

れども、1,819万6,658円、燃料費453万2,626円、光熱

水費569万6,411円などです。さらには施設修繕や施設

の除排雪、雪下ろし委託料も子育て支援係で支出して

おりますので、こちらは市立保育園の中からの子育て

支援係で支出をしているということで、再度申し上げ

ますけれども、そのような計算になっております。以

上です。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 奥山委員。 

◎奥 山   格 委員 

 保育所運営事業については、ここなんか職員給与と、

会計年度任用職員給与というふうに書いてありますの

で、これ全部の給与のことを言っているのかなと思っ

た次第でありました。総務課のほうで、一般職員の給

料のほうを支払いしているということでありますので、

民生費の保育所費の金額が、民生費の支出額が６億

8,700万円ぐらいになっているわけですね。だからこ

れから民間の２億8,000いくらを引くと、おおよそ４

億円になるわけですけれども、それの中で共通経費な

んかを引くと、やっぱり３億いくらぐらいの支出にな

っているのではないかと思いますけれども、この辺に

ついて、やっぱりもう少しはっきり分かるように掲載

するようにしてはどうかと思いますけれども、いかが

ですか。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 福祉課長。 

◎福祉課長（吉 野 真 広 君） 

 民生費の保育所費については、今委員仰せのとおり、

６億8,800万円ほどが決算としてなっているわけで、

そのうちの子育て支援係のほうで支出をしている１億

1,000万円ほどが実績報告書ということでありますの

で、内容に準じたものを、来年度の実績報告書のほう

については、皆様に分かるような形で掲載したいと思

います。以上です。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 奥山委員。 

◎奥 山   格 委員 

 同じく３款２項３目の決算書が121ページで、実績

報告書は今の隣の33ページであります。病児・病後児

保育事業についてお尋ねしたいと思います。病児・病

後児保育事業の昨年の実績について、どのように評価

していますか。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 福祉課長。 

◎福祉課長（吉 野 真 広 君） 

 病児・病後児保育施設については、昨年の７月27日

に開設いたしました。なないろという名称で開設いた

しましたけれども、昨年度の登録数は18名であります。

利用者は４名でありました。開設日数は11日というこ

とでありますけれども、こういう病児・病後児保育施

設という受け皿はあるんですけれども、いざ利用とな

りますと、例えば父方、母方の祖父母が面倒を見てく

れたり、または勤務先の理解もありまして、親御さん

が休暇をいただき、子どもの面倒を見るというふうな

ことがあったのかなというふうに福祉課としては考え

ております。このようなこともありますので、今後の

運営については、状況に応じて柔軟な対応していきた

いなというふうに考えております。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 奥山委員。 

◎奥 山   格 委員 

 病児・病後児保育については、昨年の利用実績が利

用者４名で、利用延べ日数が11日というふうに決算書

の付属書類のほうに掲載してあります。利用者４人で、

延べ日数11日だとすると、日額2,000円であります。

この昨年度の利用料は２万2,000円ということになっ

ています。これ例えば、村山市の病児・病後児保育施

設を利用すれば、やはり２万2,000円で済んでいると

ころであります。としますとやっぱりあのこの病児・

病後児保育に938万5,000円を使っているわけですけれ

ども、これやっぱりあの事前に保護者の利用、どれだ

け利用するか、ニーズ調査をもう少しすべきではない

かという議論もあったわけでありますので、そのニー

ズ調査をしておくべきではなかったのかと思いますけ

れどもいかがですか。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 福祉課長。 

◎福祉課長（吉 野 真 広 君） 



 まずは開設にあたり市民の期待がありまして、そも

そもその開設に至ったわけでございます。必要性を求

められていることから開設に至ったわけでございます。

その周知についても充分に行ったと思うんですけれど

も、今後はですね、もう一度利用状況及びその周知に

ついて、もう一度調査まではいかないかと思いますけ

れども、利用者等からも声を聞いて、柔軟な対応して

いきたいなというふうに思っております。以上です。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 奥山委員。 

◎奥 山   格 委員 

 この病児・病後児保育施設を設けるかどうかに関し

ては、やはりあの広域的に考えて、市外の施設を利用

するべきという議論もあったと思いますが、そういっ

た点の議論もありました。そしてやっぱり利用料が、

正直お金だけではないんですけれども、２万2,000円

で済んでいるという状況でありますので、これやっぱ

りしっかり見直していく必要があるのではないかと思

いますけれども、いかがでしょうか。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 福祉課長。 

◎福祉課長（吉 野 真 広 君） 

 こちらの件についてはきちんと議論をし、議会の皆

様からもご可決をいただいてこのような施設を開設し

たわけでございますので、こちらについては、まずは

開設して１年しか経っておりませんので、もう少し様

子を見て対応していきたいなというふうに思っており

ます。以上です。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 奥山委員。 

◎奥 山   格 委員 

 次に19款２項７目、69ページ、財産調書で言います

と308ページの基金であります。公共施設整備等基金

繰入金について、その使途について、何だったのかに

ついてお尋ねいたします。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 財政課長。 

◎財政課長（本 間   純 君） 

 奥山委員にお答えいたします。公共施設整備等基金

につきましては、公共施設の整備のほか、利活用の予

定がない空き公共施設の解体費用に充てるために創設

している基金となります。 

 令和２年度の充当事業につきましては、消防施設解

体ということで、ポンプ車庫棟の解体、こちらのほう

に360万円ほど、あと尾花沢中学校の校舎の屋根塗装

ということで1,550万、花笠高原荘の屋根塗装工事980

万円等々に使わせていただきまして、資金充当額は

3,944万8,000円というふうことになってございます。

以上です。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 奥山委員。 

◎奥 山   格 委員 

 ポンプ車庫の解体と尾花沢中学校の屋根、花笠高原

荘の屋根の塗装工事ということであります。この基金

の処分は、公共施設の整備解体撤去の費用に充てる場

合に限り処分できるとありますけれども、この整備と

は建築、改築のことだけかと思ったんですけれども、

屋根の整備、屋根の塗装なんかも含めているようです

けれども、修繕とか改修とかという、そういうことも

含まれるんでしょうか。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 財政課長。 

◎財政課長（本 間   純 君） 

 この公共施設整備基金につきましては、平成14年、

学校施設等整備基金と生涯学習関連施設整備基金、あ

と公共施設整備基金というふうな３つを統合いたしま

して、公共施設整備基金というふうに改めたところで

ございますが、その後、空き公共施設等が増えてきて

おりまして、解体の用にも供せるというふうなことで、

整備等というふうなことで、包含しているというふう

に考えてございます。整備の中には、新設する場合、

あるいは大規模改修というふうなことも含まれると認

識してございます。以上です。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 奥山委員。 

◎奥 山   格 委員 

 分かりました。今年度の庁舎建設基金の残額を積み

立てておりますので、基金が大変増えましたが、今後

の運営についてはどのように考えていますか。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 財政課長。 

◎財政課長（本 間   純 君） 

 今年度につきましては、旧明徳小学校の解体を予定

してございますし、今後旧高橋小学校、旧福原中部小

学校、旧常盤小学校、あとは研修棟等々や空き公共施

設がございます。こちらのほうの解体のほうもしてい

かなければならないと考えてございますので、基金の

ほうに積み立てするなどして、事前の準備をしてまい

りたいと思います。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 



 奥山委員。 

◎奥 山   格 委員 

 分かりました。土地開発基金については、令和２年

度の増減はありませんけれども、あの今後の活用につ

いてはどのように考えておりますか。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 建設課長。 

◎建設課長（齊 藤 孝 行 君） 

 お答えいたします。土地開発基金でありますけれど

も、委員仰せのとおり、令和２年度については動きは

ございませんでした。今年度につきまして福原工業団

地のほうに１社進出するということで、今調印契約の

段取りをしているところであります。それを踏まえて

いきますと、令和３年度決算のほうで動きが出てくる

というふうに考えております。以上です。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 奥山委員。 

◎奥 山   格 委員 

 分かりました。次に減債基金について増減がありま

すけれども、これは何だったかについてお尋ねしたい

と思います。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 財政課長。 

◎財政課長（本 間   純 君） 

 令和２年度の減債基金の繰り入れにつきましては、

具体的なものですと、防災行政無線の整備に係る市債

の償還等に、この減債基金を充当してございます。以

上です。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 奥山委員。 

◎奥 山   格 委員 

 今後の活用方法についても、どのように考えている

かお尋ねしたいと思います。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 財政課長。 

◎財政課長（本 間   純 君） 

 今後の活用につきましても、この基金の設置目的に

沿った形で今後も運用してまいりたいと考えておりま

す。以上です。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 奥山委員。 

◎奥 山   格 委員 

 それでは８款５目１項の決算書169ページ、尾花沢

市不良住宅除却促進事業補助金について、その補助金

の５件の内容は何かについてお尋ねしたいと思います。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 建設課長。 

◎建設課長（齊 藤 孝 行 君） 

 お答えいたします。不良住宅除却促進事業というふ

うなことで、こちらのほうは、解体を検討されている

空き家のほうが基準を満たした場合に、不良住宅と判

断された場合に、解体に要する費用に対して補助を出

すものであります。除去に要する費用の80％、最大

100万円の補助になります。令和２年については５件

ありまして、５件のうち４件が上限の100万円、その

ほか１件が76万9,000円であります。以上です。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 奥山委員。 

◎奥 山   格 委員 

 分かりました。それでは河川管理についてなんです

けれども、８款３項１目、決算書165ページ、これ尾

花沢市の河川管理について、市ではどのような管理を

することになっているかについてお尋ねしたいと思い

ます。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 建設課長。 

◎建設課長（齊 藤 孝 行 君） 

 市の河川の管理というようなことでありますけれど

も、市の管理につきましては、市管理の部分と、あと

は県管理の部分にあります。市管理の部分に例えば構

造物ですとか、あるいは水利を使いたいといった場合

には、占用の許可が必要になっております。そちらの

部分については、占用について申請が来た場合には、

いわゆる河川法に準じて、その構造が災害とか起きな

いように、河川が閉塞しないような形で必ずしなけれ

ばなりませんので、そちらの基準に準じてその構造物

を設置したいといった場合には、照らし合わせて適正

に許可等を出しているところであります。以上です。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 奥山委員。 

◎奥 山   格 委員 

 時間もありませんけれども、中沢川の小水力発電に

ついては、どのような構造物が設置されるかについて、

検討されたかについてお尋ねしたいと思います。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 建設課長。 

◎建設課長（齊 藤 孝 行 君） 

 中沢川の水力発電の関係でありますけれども、そち

らのほうは民間のほうで実施している内容であります。

そちらのほうは、先ほど言った市管理の普通河川のほ



うに構造物を増設したいというようなことでお話があ

りました。こちらのほうは先ほど言った基準に照らし

合わせて許可を出しているところであります。以上で

す。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 以上で、市政クラブの質疑を打ち切ります。 

 次に令和クラブの質疑を許します。星川薫委員。 

◎星 川   薫 委員 

 それでは、令和クラブの総括質疑を始めさせていた

だきます。 

 決算書125ページ、３款２項４目18節、実績報告書

の34ページになります。放課後児童クラブキャリアア

ップ処遇改善事業費補助金と、児童関係施設保育環境

改善事業費補助金の事業内容についてご説明をお願い

いたします。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 福祉課長。 

◎福祉課長（吉 野 真 広 君） 

 お尋ねの放課後児童クラブ支援事業の支援キャリア

アップ処遇改善については、国庫事業でありまして、

経験年数５年未満、５年以上10年未満の放課後児童ク

ラブ支援員に、一定の研修を受講した者に対して賃金

の改善をするため支出するものであります。 

 次にもう１つの保育施設環境改善については、国及

び県の事業でありますが、５地区の放課後児童クラブ

に対し、新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業と

して、マスク、消毒液、パーテーション、体温計、ソ

ープ類、各種使い捨て用品などに支出しております。

それなりの量も必要ですが、当時の単価も現在違うよ

うであり、金額はこの実績の報告書の記載のとおりと

なっております。以上です。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 星川委員。 

◎星 川   薫 委員 

 まずキャリアアップ処遇改善事業ですけれども、支

援員が研修を受けることにより、処遇改善ということ

で、給料面でプラスになるという事業と考えてよろし

いかと思います。実際おおよそ135万円という支出が

ありますけれども、受講人数のほうを教えていただけ

ればというふうに思います。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 福祉課長。 

◎福祉課長（吉 野 真 広 君） 

 支援員キャリアアップ処遇改善につきましては、５

年未満の支援については８名、５年から10年未満の支

援に関しては２名が受講しております。以上です。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 星川委員。 

◎星 川   薫 委員 

 合計10名ということであります。放課後児童クラブ

も９施設ございます。それで人材確保も大変かと思わ

れます。支援員のキャリアアップも重要でございます

ので、今後とも支援のほうはよろしくお願いしたいと

思います。 

 次に、児童関係施設保育環境改善事業のことであり

ますけれども、放課後児童クラブ５地区に対してのコ

ロナ対策費ということでございます。今年度もこのコ

ロナ対策費の補助は支給しているのでしょうか。お伺

いいたします。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 福祉課長。 

◎福祉課長（吉 野 真 広 君） 

 こちらのほうに関しては、この事業は今年度はござ

いませんので、今ある、令和３年度にはその元々の既

決予算のほうで対応をいたしております。以上です。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 星川委員。 

◎星 川   薫 委員 

 今まだコロナは収束しておりません。そして放課後

児童クラブというのは、結構密な場所で、子どもたち

が過ごしております。県内でも保育施設等でのですね

クラスターも発生していますし、実際限られた交付金

ではありますが、未来を背負って立つおばねっ子のた

めにですね、ぜひ対策費を支給していただきたいと思

いますが、その辺はいかがでしょうか。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 福祉課長。 

◎福祉課長（吉 野 真 広 君） 

 先ほども申し上げましたが、放課後児童クラブに対

しては、独自の国庫事業が昨年度はございました。今

年度はありませんので、財政課とも協議して今後の対

応について検討していきたいなと思います。以上です。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 星川委員。 

◎星 川   薫 委員 

 ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 次の質問に移ります。決算書207ページ、11款１項

１目14節、実績報告書53ページでございます。農業施

設災害復旧事業の進捗についてお伺いいたします。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 



 農林課長。 

◎農林課長（岸   栄 樹 君） 

 令和２年７月豪雨によります災害復旧事業の進捗に

ついてお答えいたします。詳しくは実績報告書の53ペ

ージ１番下段に記載のとおりであります。７月の発災

当初なんですけれども、まず現場を確認させていただ

いたところ、農地災害が１ヵ所、あと揚水機場の被災

箇所５ヵ所を公共災害として考えまして、応急復旧工

事なども行わせていただきながら、国の査定に臨んだ

ところでございます。それによりまして農地災害につ

いては1,500万円ほどの査定額、施設整備につきまし

ては５ヵ所合計で２億5,500万円ほどの査定額を、査

定を受けたところでございます。現在のところは、昨

年度中に設備５ヵ所については発注をさせていただい

たところなんですけれども、地元との協議を何度も重

ねながら、令和３年度のまず水稲作付けに間に合うよ

うに用水だけはということで、５ヵ所のうち、５ヵ所

ともですね、水稲の作付けが今年度できるような状態

で、まず設備の復旧については、おおむね完了させて

いただいてございます。 

 今現在は、この秋の刈り取り終了後になんですけれ

ども、今度は建屋の復旧のほうに入らせていただこう

ということで、現在契約に向けて調整のほう進めさせ

ていただいておるところであります。設備５ヵ所につ

いては、おおむね今年度中の完了を目指してございま

す。 

 あともう１件の農地災害復旧につきましては、こち

らのほうも、今年度の作付け可能な箇所は作付けをさ

せたいということで、なんとか少ないですけれども、

作付けを一部行ってございます。今現在、工事のほう

が進行中でございまして、今年度の復旧完了を目指し

て今現在行わせていただいてございます。以上でござ

います。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 星川委員。 

◎星 川   薫 委員 

 進捗状況ご説明ありがとうございます。作付けには

間に合うように、春先にまで行ったということで、今

年度繰越明許費が３憶7,399万8,000円ということで、

これから建屋等の復旧工事を進めるということであり

ます。来年度への持ち越しってこれ可能なんでしょう

かお伺いいたします。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 農林課長。 

◎農林課長（岸   栄 樹 君） 

 基本的には来年度に持ち越しというか、今年度で完

了させる今スケジュールで動いてございます。ただ１

点だけ、やはりあの木材の供給がという話も確かに情

報としてございますけれども、なんとか今年度完成に

向けて今現在進めさせていただいたということでござ

います。以上です。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 星川委員。 

◎星 川   薫 委員 

 建屋ですので、今から雪降ってくるんで、なかなか

難しいのかなという気はします。またあの道路が狭い

ので、なかなかそういう工事の機械が入れるのかなと

いう心配もございます。その辺も工面していただきま

してお願いしたいと思います。 

 そしてですね、最終的な受益者負担というのが一番

の課題かなというふうに思います。最終的な受益負担

について、どのくらいになるのかお伺いしたいと思い

ます。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 農林課長。 

◎農林課長（岸   栄 樹 君） 

 受益者負担についてお答えいたします。今回の災害

復旧工事に向けては、本来でありますと設計工事費の

半分をまずは地元の方からいただくということになっ

ておりましたけれども、災害の規模、復旧費が大変大

きいということもございまして、全額まず市のほうで

持たしていただきました。設計費については地元負担

ゼロ、あと工事費についてでございます。補助率の増

高も受けまして、一番大きい箇所で１億円を超える復

旧工事を今計画しているところでございますけれども、

地元負担については、数十万円程度で完了するのでは

ないかなというふうに現在は試算しているところでご

ざいます。以上です。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 星川委員。 

◎星 川   薫 委員 

 これは激甚災に指定されたというのが一番の大きな

ところだと思います。県選出のですね衆議院の国会議

員の先生が、当時内閣のほうに直接足を運びまして、

官房長官にですね、激甚災害の指定をお願いしたとこ

ろにより、このように96％から98％というふうの補助

率となって、また尾花沢市の協定を使ったことにより、

数十万円程度で済んだというふうに私は認識しており

ます。その時は本当に農林課の皆さんにも、何回も何

回も、担当者と足を運んでもらって協議してもらって、



ここまで来たのかなというふうに思います。ぜひ最後

まで面倒よろしくお願いしたいと思います。 

 次に移ります。次、決算書149ページ、７款１項２

目18節、実績報告書の59ページになります。新型コロ

ナウイルス感染症対策の商工振興補助金や支援金であ

りますけれども、その中でも、おうちでお店ごはん事

業の実績と評価についてお伺いいたします。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 商工観光課長。 

◎商工観光課長（間 宮 康 介 君） 

 おうちでお店ごはん事業についてのお尋ねでござい

ます。この事業については、コロナ禍におけます外出

等をを控える機会があった際、出前、テイクアウトを

促進させていくということで、飲食店等の支援を実施

するというようなものでございました。 

 実績といたしましては、毎月１日の市報お知らせ版

に出前券を、全世帯に200円を５枚ずつを配布。令和

２年５月～８月、プラス12月の計５ヵ月間の実施とさ

せていただきました。実施主体につきましては、尾花

沢市商工会さんで実施していただきまして、飲食店等

のガイドブック等を作成し、皆様に幅広く使っていた

だくものとしてございます。換金の実績といたしまし

ては、５月に店内使用という100円の割引というふう

な部分もございましたので、その報告も含めますと、

全て累計で６万1,676枚の出前券が各店舗で使用され

たことになります。換金の金額といたしましては、

1,230万500円になります。評価といたしましては、例

えばラーメン１杯800円くらいの計算で考えたとして

も、200円を差し引き600円。600円の出前券の枚数を

考えますと約3,700万円ぐらいの効果があったのかな

と。換金額と合わせますと総額で5,000万円ほどの経

済効果かと思ってございます。また飲食店からは、直

接売上につながり、現金が入る大変ありがたいという

声も寄せられましたし、市民の皆さんからも、外出を

控えながらも飲食店を利用する、また少しでも飲食店

の支援になればというような助け合いの声なども聞か

れるということで、市民の消費喚起また飲食店への支

援ができたのかと評価しております。以上でございま

す。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 星川委員。 

◎星 川   薫 委員 

 おうちでお店ごはん事業についてでございます。初

めはですね、出前だと200円引き、お店に行くと100円

引きというふうになっていましたが、店内で飲食で

100円引きだと、区別がつかないというお店の話を聞

きますと、だんだん次の月からは両方200円引きにし

ていってですね、テイクアウトも含めて全部200円引

きにしたことによって、需要がだんだん高まっていっ

たんだなというふうに感じております。本当にお店の

ほう、飲食店さんもですね、私もかなり足を運ばせて

いただきましたけれども、本当に助かると。もう１ヵ

月続けてほしい、もう１ヵ月続けてほしいと何回も言

われまして、合計５ヵ月というふうになったというこ

とは、かなり評価に値するのかなというふうに思いま

す。 

 次ですね、にぎわいづくり応援支援金について、実

績と評価についてお伺いいたします。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 商工観光課長。 

◎商工観光課長（間 宮 康 介 君） 

 にぎわいづくり応援支援金についてでございます。

アフターコロナに向けた出口戦略といたしまして、店

舗来店客数を回復するため、その後の事業活動に必要

な経費を支援するものとしてご用意した支援金でござ

います。宣伝広告ですとかホームページのリニューア

ル、キャッシュレス化などにも使えますし、ネット通

販、あとテイクアウトデリバリーの新たな販売方法へ

の導入などを可能とする。また新型コロナウイルス感

染症の感染防止対策の費用などにも当てられるという

幅広い内容でご用意したものでございます。決算額と

いたしましては5,573万6,000円で、実績といたしまし

ては、226件になります。対象経費の10分の10を助成

するものでございまして、上限30万円ということで実

施させていただきました。 

 評価といたしましては、当初予算が900万円で事業

をスタートいたしました。業種を縛ったこともあり、

どの程度の申請があるかという、手探りというふうな

ところもございましたので、暫定的に30件の30万円と

いう事業設計になってございます。しかしながら、業

種や対象となる内容を充実させたことなども含み、申

請件数が増えてきたことを受けまして補正予算を頂戴

し、今回の実績件数、決算額まで対応したところでご

ざいます。現状維持をしながら、生き残り策を検討し

ていくという事業所様、既存の事業継続と雇用の保護

というのが第一でございまして、その店舗等における

感染対策も含めた、これからのまた事業にも活用して

いただいたのかなというような評価でございます。以

上でございます。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 



 星川委員。 

◎星 川   薫 委員 

 詳しい説明ありがとうございます。本当にですね、

これ当初900万円からスタートいたしまして、あっと

いう間にですね事業費、補正、補正ということで、最

終的には5,500万円ほどまでいきました。本当にこれ

本当に使い勝手が良いと言いますか、事業者さんには

大変喜ばれた事業ではないかなというふう思います。

ただしですね、私のところに来たのはですね、「私の

ところも接客を伴うんです。ですけど、どうして私の

ところが対象じゃないんですか。」という業種漏れで

すかね、そういう話もありました。何を参考に業者を

選別したのかお伺いしたいと思います。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 商工観光課長。 

◎商工観光課長（間 宮 康 介 君） 

 業種の基準ということでございますが、尾花沢市の

中小企業振興条例というものに該当する業種を基本に

してございました。日本産業分類に示す業種にあげら

れるものとし、またそれを基本としましたけれども、

県内の市町村、他市町村の状況等も確認の上、対象事

業所を定めたところでございます。以上でございます。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 星川委員。 

◎星 川   薫 委員 

 これはですね、交付金の利用可能額というのが限ら

れています。対象にならなかった業種も課長には直接

伝えておりますので、検討お願いしたいというふうに

思います。 

 次に移ります。決算書163ページ、８款２項３目14

節、実績報告書68ページでございます。矢込排水路導

水路整備工事の内容と実績についてご説明お願いいた

します。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 建設課長。 

◎建設課長（齊 藤 孝 行 君） 

 お答えいたします。矢込排水路導水路整備の工事内

容であります。工事請負額についてはあの決算書のほ

うに記載のとおりでありまして、工期につきましては、

令和２年５月15日から11月22日まで実施しております。

概要については、徳良湖のほうからの導水路整備とい

うふうなことで延長258.5ｍになります。自由勾配の

側溝を使っておりまして、幅のほうが600で、深さが

だいたい700～1,800になっております。 

 あと事業の実績というようなことでお話であります。

本町地区の流雪溝については、議員もご存知かと思い

ますけれども、新堰、長根川、あとは矢込の配水路が

３系統から取水しております。今回の矢込の導水路の

整備によりまして、令和２年度の冬、約、消流雪用水

としてコンマ３㎥ほどの増というようなことで、正確

にはその数値まではあれですけれども、その増えた分

を活用しまして、本町全体の流雪溝のほうに調整して、

増えた分を全体で調整してやってきたところでありま

す。 

 実績としまして、昨年豪雪でありました。建設課の

ほうでは、例年、以前と比べますと、豪雪の割には流

雪溝に対する苦情は少なかったのかなというふうに捉

えております。整備効果も十分あったものと考えてお

ります。以上です。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 星川委員。 

◎星 川   薫 委員 

 実績としてコンマ３㎥の水を確保できた上に、去年

あのくらいの大雪であったにも関わらず、流雪溝に対

しての苦情はほぼなかったということで、市内とって

は水を増やしたことによって、流れも良くなったとい

うことなんでしょう。ただですね、やっぱり平成29年

にですね、流雪溝の全体計画を見直されております。

かれこれ４年の月日が経っております。流雪溝整備を

ですね、首を長くして待っている地区があるわけでご

ざいます。このコンマ３トンだけでは足りないという

ことで、まだ調査を行っているようでありますので、

それについて課長、年次計画みたいなものを立てる計

画はないですか。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 建設課長。 

◎建設課長（齊 藤 孝 行 君） 

 お答えします。星川議員の今のご質問については、

流雪溝の水を増やしていく計画を立てていく必要があ

るのではないかということであります。現在、水利権

として取得しているのが新堰になっております。水利

権について、あとは流雪溝の水については、許可水利

になっております。その権利を取得していく関係で、

非常にさまざまな課題があります。うちのほうでも令

和２年度、矢込排水路のほう整備しました。ほかの部

分も増量できないか等、いろいろ関係機関とも協議し

ながら対応していきたいというふうに考えております。

具体的な年次計画まではということでは、想定はして

おりません。以上です。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 



 星川委員。 

◎星 川   薫 委員 

 確か流雪溝の全体計画の見直しというのは５年です

か、10年ですか。お伺いいたします。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 建設課長。 

◎建設課長（齊 藤 孝 行 君） 

 お答えいたします。流雪溝の全体計画については、

平成14年度策定しております。29年度に見直しを行っ

て、例えば重要事業で行っている県道の箇所ですとか、

あるいは水量不足の所の箇所の調査を行ったところで

あります。だいたい目途とすれば５年ほどで検討して

いく必要があるのではないかというふうには考えてお

ります。以上です。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 星川委員。 

◎星 川   薫 委員 

 策定が最初14年で29年ですから、まあ15年ぐらい経

ってから初めて見直しを行ったと。それでこれからは

５年ごとに見直しをしていく必要があるんじゃないか

という答えでございます。本当にね、皆さんあの流雪

溝を欲しがっていますので、やはりその辺こまめに会

議開いていただきまして、できるところからというふ

うになるんでしょうけれども、その辺もきちっとお願

いしたい。そして区長や地域住民への説明会も開催し

てほしいなと。今こういうことがあるので水が足りな

くてできないんだと、こういう確保すればできるんだ

ということもぜひ説明していただきたいというふうに

思います。 

 時間がないので次に移ります。次、決算書165ペー

ジ８款４項１目12節、実績報告書の69ページになりま

す。都市計画マスタープランの進捗状況についてご説

明をお願いいたします。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 建設課長。 

◎建設課長（齊 藤 孝 行 君） 

 それではお答えいたします。都市計画マスタープラ

ンにつきましては、昨年度、まちづくりにおける現況

と課題を整理しまして、今年度全体構想、あとは地区

別構想の策定作業を進めている状況であります。現在

の状況でありますが、庁内で策定の幹事会並びに策定

委員会を重ねまして、地域別構想の素案を現在取りま

とめを行っているところであります。今後全体構想、

地区別構造について市民策定委員会、そして地区別説

明会、いわゆる地区別の座談会を開催しまして、市民

の皆様からご意見をいただきまして、計画に盛り込ん

でいきたいというふうに考えております。また立地適

正化計画についても、８月下旬にですね、計画策定を

進める上での考え方について、県のほうから助言指導

を受けております。それを踏まえながら立地適正化計

画も現在策定中でありますので、両計画とも年内素案

の完成に向けて、現在作業を進めているところであり

ます。以上です。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 星川委員。 

◎星 川   薫 委員 

 立地適正化計画を作成しませんと、国からの嵩上げ

部分の補助金がもらえないということで、令和２年３

月の定例会において、私のほうから提言させていただ

きました。それを受けて１年間延長して、都市マスタ

ープランと立地適正化計画を合わせて作成することに

なったわけでございますが、学校の建設場所も、小中

学校の建設場所が決まらなくても策定することは可能

なんでしょうか、課長、お伺いいたします。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 建設課長。 

◎建設課長（齊 藤 孝 行 君） 

 お答えいたします。都市計画マスタープランと立地

適正化計画については、令和３年度中の策定が必要で

あります。こちらの部分については、国等のほうとも

協議をしながら、そちらの場所については現在お示し

することはできませんので、決定した段階で用途の見

直し計画を変更していくというようなことでの記載を

していくような形で考えております。以上です。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 星川委員。 

◎星 川   薫 委員 

 令和４年度までに決定すると一般質問のほうであっ

たかと思います。そうすると令和３年度で策定して、

令和４年度に学校建設場所が決まって、そこからまだ

修正に入るということになろうかと思います。実際ま

たそこで費用が発生してしまうわけでありますけれど

も、都市計画マスタープランってやっぱり尾花沢市の

将来の都市づくりに欠かせない構想でございますので、

私たちもしっかり審議しますけれども、着実に夢のあ

る都市マスになるようによろしくお願いしたいと思い

ます。 

 次に移ります。決算書の239ページ、１款１項１目、

プレハブ小屋の設置期間についてお答え願います。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 



 中央診療所事務長。 

◎中央診療所事務長（永 沢 八重子 君） 

 お答えいたします。プレハブ小屋につきましては、

新型コロナウイルス感染拡大に伴いまして、発熱患者

とそれ以外の患者を分離するために設置したもので、

契約期間としては令和２年４月８日から12月９日まで

の８ヵ月間の設置期間となっております。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 星川委員。 

◎星 川   薫 委員 

 設置期間８ヵ月間ということであります。12月過ぎ

ますと今度雪が降ってくるので、除雪のほうが大変な

るということで撤去だと思います。その後なんですが、

その後はどういう対処、新型コロナウイルス感染症対

策のその後の対処の方法について教えてください。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 中央診療所事務長。 

◎中央診療所事務長（永 沢 八重子 君） 

 プレハブ小屋を撤去後の対応でございますが、その

後レンタカーを借りあげまして、令和３年の３月いっ

ぱいまで、レンタカーのほうで発熱患者等の待機並び

に診察を行っておりました。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 星川委員。 

◎星 川   薫 委員 

 レンタカーで対応したということでございます。実

際にですねＰＣＲ検査等の検査は何件ぐらい行いまし

たか。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 中央診療所事務長。 

◎中央診療所事務長（永 沢 八重子 君） 

 ＰＣＲの検査につきましては、11月から検査医療機

関となりました。令和２年度の実績といたしましては

41件でございます。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 星川委員。 

◎星 川   薫 委員 

 41件もあったということでございます。本当に医療

従事者の方にはですね、感謝の気持ちしかございませ

ん。これからもですね十分な感染対策をとっていただ

きましてですね、感染することのないように十分注意

していただきたいと思います。 

 最後の質問になります。地方創生臨時交付金の交付

総額と、令和２年度の執行額と現在の未充当額につい

てご説明をお願いいたします。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 財政課長。 

◎財政課長（本 間   純 君） 

 新型コロナウイルス感染症を対応の地方創生臨時交

付金でございますけれども、令和２年度３次にわたり

まして交付決定がございまして、総額が６億7,769万

4000円の決定を受けたところでございます。ただ国の

ほうで、令和３年度に繰り越すというふうな予算がご

ざいました、繰り越す予算が１億996万1,000円、これ

は国のほうで繰越になったものでございますので、実

際に配分された金額は、５億6,773万3,000円となりま

す。なお令和３年度につきまして、繰り越した１億

900万円のほか、追加の交付決定があったものも含め

ますと、総額で１億3,545万3,000円となります。今回

の補正予算のほうでも執行させていただいております

けれども、６月と９月合わせまして5,948万8,000円充

当いたしておりますので、残りが7,596万5,000円とな

ります。以上です。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 星川委員。 

◎星 川   薫 委員 

 うちにとってはすごく助かった交付金だなというふ

うに思います。これがなければ、まず尾花沢市独自の

対策もできなかったのかなというふうに思います。そ

れで今、未充当額は約7,500万円という限られたお金

になってきました。これを令和３年度までに使わない

と国のほうに返さなくちゃいけないということであり

ますので、これから中身を精査しているとは思います

けれども、だいたい何に使うかもうほとんど決めてい

るのかなというふうに思うんですけれども、この辺は

どういうふうに考えていますか。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 財政課長。 

◎財政課長（本 間   純 君） 

 まだ未充当の予算についてでございますけれども、

先の大類議員の一般質問のほうに市長が答弁したとお

りでございますけれども、まだ新型コロナの収束の見

通しが立っていない中でございまして、この感染症に

よります地域経済の大きな影響がまだ収束していない

というふうなことで、市民や市内事業者の声をしっか

りと聞きながら、真に支援が必要な方々に行き渡るよ

うに検討させていただいております。以上です。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 星川委員。 

◎星 川   薫 委員 



 ぜひお願いしたいと思います。これで私からの総括

質疑を終わります。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 安井一義委員。 

◎安 井 一 義 委員 

 では令和クラブ２人目、安井のほうから質疑させて

いただきます。 

 １点目、実績報告書の13ページ、新型コロナウイル

ス感染症対策避難所機能強化事業ということで、避難

所の段ボールベッドということで、購入をされており

ます。この管理方法についてお教えいただきたいと思

います。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 防災危機管理室長。 

◎防災危機管理室長（小 埜 和 広 君） 

 お答えいたします。避難所段ボールベッドにつきま

してでありますが、体育館などの床などに避難された

方々が直接横たわるよりも、体への負担が軽減される

こと、またホコリなどを吸い込むリスクが少ないこと

などから、新型コロナウイルスの感染対策に有効とさ

れております。昨年度新型コロナウイルス感染症対応

地方創生臨時交付金を財源としまして、避難所用の段

ボールベッド550個を導入し、現在は上柳健康増進施

設に保管をしているとこでございます。以上です。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 安井委員。 

◎安 井 一 義 委員 

 非常に避難所というと、直接床の上に毛布を敷いて

というイメージがあるんですが、オリンピックでも話

題になりましたが、段ボールベッドということで非常

に寝心地もよく、快適な選手村生活ということで、評

判になったところでありますが、同等の段ボールベッ

ドを購入されているということでよろしいでしょうか。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 防災危機管理室長。 

◎防災危機管理室長（小 埜 和 広 君） 

 お答えいたします。報道などでありましたオリンピ

ックの選手村でのダンボールベッド、正直あそこまで

のクオリティではないというようなところでございま

す。と言いますのが、組み立て式でございまして、ど

ういった製品を購入するかにあたっては、さまざまな

製品カタログ等で検討させていただきましたが、我々

としては１番良いと思うものを購入させていただいた

ところでございます。以上です。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 安井委員。 

◎安 井 一 義 委員 

 やはり国の事業でのオリンピックで、世界各国から

ということで来る選手また関係者の宿泊ということで、 

同等のということにはならないかと思いますが、ただ

やはり、その避難所で十分に機能するものということ

で選ばれたということで、これは当然かなと思います

が、組み立て式だと思うんですけれども、実際に組み

立てをして使われたかどうか、お願いします。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 防災危機管理室長。 

◎防災危機管理室長（小 埜 和 広 君） 

 現在まで実際、実践的な運用のほうはまだしたこと

がないんですけれども、納品検査の際に組み立てをさ

せていただきました。組み立て前の状態の段ボール箱

から出しまして、蛇腹状のものをさっと出して、あと

はあの補強用の板を付けるだけで、簡単なものでござ

いました。なお先般、玉野小学校の保護者会活動の中

で、防災学習会をしていただいたんですけれども、そ

の際、パーテーションと段ボールベッドを貸し出しを

させていただいて、その場で一緒に組み立てなどの学

習会をしていただいたところであります。以上です。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 安井委員。 

◎安 井 一 義 委員 

 実際に組み立てて使われているということで、実際

に使う時の雰囲気が非常に分かりやすいのかなと。あ

と防災会、もしくはそのお子さんたちのそういう授業、

学習の中で取り組んでいただけるということで、災害

時の対応について、こんなことができるんだというこ

とで、非常に前向きに、いろんな形で、各地区の防災

団体のほうで、活用ができるんじゃないかと思うので、

ぜひ出前講座をお願いしたいなというふうに思います。 

 続きまして、実績報告書15ページ、公用車管理事業

のドライブレコーダー８台について説明をお願いしま

す。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 財政課長。 

◎財政課長（本 間   純 君） 

 ドライブレコーダーにつきましてですが、財政課で

管理しております公用車が12台ございますが、ドライ

ブレコーダーを未装着の８台、こちらの車両に設置し

たものでございます。以上です。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 安井委員。 



◎安 井 一 義 委員 

 公用車の管理ということで、ドライブレコーダー８

台というのが、多分今までついてないものに、後付け

で付けているということでの、そのドライブレコーダ

ー単体のということかと思います。残りの４台につい

てはもう既についているか、お答えお願いします。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 財政課長。 

◎財政課長（本 間   純 君） 

 ４台でございますけれども、既に３台については装

着されてございまして、残り１台でございますけれど

も、こちらはリース車ということで、車両の改造とい

うか、後付けするのはちょっと業者の方ほうとお話し

しないとなんとも設置できないということで、まだ装

着してございません。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 安井委員。 

◎安 井 一 義 委員 

 まだ１台未装着ということで、最近ドライブレコー

ダーが付いている車がもう標準的になってきています

ので、いろんな形で、報道番組じゃないですけれど、

スクープ映像というのが自分の車でも撮れているんじ

ゃないかというふうに思うぐらい、各車にドライブレ

コーダーが付いていて、各自管理されているんじゃな

いかと思います。せひあの公用車のほうには、そうい

った状況を確認、後で確認できるものということで、

ぜひ取り付けのほうを、リースで後付けができないと

いうことではありますが、付けるのが私は望ましいと

思いますので、進めて取り付けのほうに、ぜひ検討お

願いしたいと思います。 

 あと損害保険の共済で147件というふうにあるんで

すけれど、これは車両の台数ということではないので

しょうか。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 財政課長。 

◎財政課長（本 間   純 君） 

 市の管理している公用車でございますけれども、除

雪車とか、消防車両なども含めますと、全部で149台

だと思ってございます。以上です。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 安井委員。 

◎安 井 一 義 委員 

 市の管理している車両のということで、特殊車両も

含めてということでありますが、ドライブレコーダー

の取り付けの件数ということでは表示はないので、ど

れぐらいかはちょっとお聞きしませんが、ぜひ管理さ

れる車両については、ドライブレコーダーをつけてい

ただいて、安心安全の運行に努められるようよろしく

お願いしたいと思います。 

 続きまして、実績報告書の74ページ、非常備消防事

業ということで、消防団の出動手当ということであり

ますが、１日に複数件の火災があった時の出動があっ

たかと思います。この中には含まれてないと思います

が、その時の対応についてはどのようになっているか、

お答えお願いします。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 消防署長。 

◎消防署長（折 原 幸 二 君） 

 消防団の出動手当についてお答えをいたします。消

防団の出動手当については、今年度、消防団条例のほ

うを見直しをいたしまして、出動手当のほう見直しを

行っております。その内容については出動、災害出動、

警戒出動については、１事案４時間未満は1,500円、

４時間を超えた場合、４時間ごとに1,500円を加算す

ると、加算して支給ということになりました。令和２

年度については条例改正前ですので、出動手当の内容

が日額1,000円となっております。災害出動に関して、

日額1,000円となっておりますので、令和２年度に関

しては、１日に別事案で２回出動した事案はございま

せん。ですので今年度から１日に２回出動した場合に

ついては、事案ごとにこの条例改正をした内容で支給

されるということになります。以上です。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 安井委員。 

◎安 井 一 義 委員 

 改定されていて、時間でいくらということでの、非

常に分かりやすい、しっかりした規定ができていると

いうことであります。時間手当という認識からすれば、

その２回もしくはこの複数回、出動がないということ

にはならないかと思いますので、ぜひその辺のところ

は、お答えいただいたその事案ごとに検討していただ

くということで、ぜひ前向きによろしくお願いしたい

と思います。 

 では次に、決算審査資料21ページ、一般会計歳入歳

出決算前年度比較ということで、21の④ですね、受託

事業収入ということで、増減率プラスで3,042.0％に

なっていますが、この内訳をお願いします。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 農林課長。 

◎農林課長（岸   栄 樹 君） 



 それでは農林課所管事業でありますので、私のほう

からご説明をさせていただきます。監査委員審査意見

書の１番最後のページですね、１番最後のページ資料

11、21ページなんですけれども、21款、諸収入の④、

４項、受託事業収入が増減率が3,042.0％になってい

るということでございます。こちらの主な要因につき

ましては、決算書の71ページをご覧ください。決算書

の71ページ、21款４項１目、農林水産費受託事業収入

で、亜炭鉱害復旧事業費受託事業収入（繰越明許分

3,700万円ほど）こちらのほうが影響したものでござ

います。以上です。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 安井委員。 

◎安 井 一 義 委員 

 この3,700万円の金額を、直接市が受けているとい

う認識でよろしいでしょうか。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 農林課長。 

◎農林課長（岸   栄 樹 君） 

 亜炭鉱害復旧事業でございますけれども、こちらの

ほうは、市が事業実施主体となりまして復旧事業に当

たるもので、その事業費の100％をいただける。です

ので、受託事業という名称になってございます。市の

ほうが受託をして事業のほう、復旧事業に当たるとい

うふうになってございます。以上です。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 安井委員。 

◎安 井 一 義 委員 

 災害復旧ということで、国のほうからの100％の費

用でということで、復旧工事が行われているというこ

とで、災害ということですので、随時あるわけではな

いので、その都度金額が出たもので当然するのかなと

いうことで、この点は理解いたしました。非常にその

収入というところに、この金額はどこから来ているの

かなという数字がちょっと見えたもので、質問させて

いただきました。 

 では次に、尾花沢市一般会計・各特別会計歳入歳出

決算及び基金運用状況審査意見書の中の７ページ、財

政状況の中で、中段、経常収支比率が昨年に比べ

5.1％上がっているということで、説明の中で、80％

を超えると財政構造の硬直性が強いと考えられるとい

う説明がある中で、5.1％上がっているということで、

これについてご説明お願いします。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 財政課長。 

◎財政課長（本 間   純 君） 

 経常収支比率についてでございますけれども、こち

らの比率につきましては、地方税、地方交付税、譲与

税、交付金などの経常的な一般財源が、どの程度経常

的な経費に充てられているかを示す指標となってござ

います。安井委員仰るとおり、財政構造の硬直度を示

す指標と言われてございます。この指標がだんだん高

くなってまいりますと、いわゆる財政の硬直化が進ん

でいるというふうに言われるものでございまして、新

たな行政事業に対応することが難しくなるというふう

なことが考えられます。以上でございます。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 安井委員。 

◎安 井 一 義 委員 

 数字だけ見ると、92.8％ということで、だいぶ上が

っているということではあるんですが、令和元年度の

全市町村、山形県内を見ると、ほぼ80～97、100近い

ところもあるんですけれども、ほぼそれぐらいの経常

収支比率になっているようです。特にその高いのでど

うのということではないんですが、大類委員のほうか

らもありましたが、この先いろいろ学校の建設だった

り、どうしてもお金のかかるものが軒並み考えられま

すので、少し自由度のある選択ができるような、財政

のほうに移行できるような施策のほうをしていかない

といけないと思うのですが、その辺はどのようにお考

えでしょうか。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 財政課長。 

◎財政課長（本 間   純 君） 

 安井委員仰るとおり、今後も大きなプロジェクトが

立て続けに計画されてございます。そのためにも、事

業費の正確な見積りとか、あるいは国、県の補助をで

きるだけ活用する。あるいは交付税措置がある地方債

を活用するなど、一般財源を使わないでなんとかでき

るようなことを常に考えていかなければならないかと

思います。なお先ほど経常収支比率92.8％というふう

なことで、令和２年度の数値でございますけれども、

参考までに令和元年度につきましては、県平均で

92.4％、13市の平均では92.9％というふうなことで、

ほかと比べても、令和元年度との比較というふうなこ

とになりますけれども、数字的に極端に数字が大きい

というふうな形ではございませんが、今後のことも考

えながら、引き続き健全財政の運営に努めてまいりた

いと思います。以上です。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 



 安井委員。 

◎安 井 一 義 委員 

 ありがとうございます。この数値が上がっているこ

とについてちょっと、どういうふうに考えているのか

ということで今回質問させていただきました。ただ、

今後また上がるという方向でのではなくて、さっき回

答いただきましたように、いろいろな施策を講じて、

自主財源ができるだけ減らないような予算措置のほう

をぜひお願いしたいと思います。 

 あと一言付け加えておくと、財政力指数で0.3とい

うことで、元年と２年同じ数値になっているんですけ

れども、これについては財源に余裕がある場合はその

数字は高いというふうになっているかと思いますが、

これが変わってないということで、数字は上がってい

るんですが、ほぼ安定している財政内容なのかなとい

うふうに理解したいと思います。なお一層の収支につ

いてのご努力をよろしくお願いして、私のほうの質疑

を終わります。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 ここで昼食のため、午後１時まで休憩いたします。 

 

             休 憩  午後０時02分  

             再 開  午後１時00分  

 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 再開いたします。 

 午前中に引き続き、令和クラブの質疑を許します。

菅野修一委員。 

◎菅 野 修 一 委員 

 令和クラブ最後になりましたけれども、総括質疑を

始めさせていただきます。初めに決算書49ページ、歳

入11款１項1目１節、地方交付税の中の特別交付税と

して９億3,175万6,000円の交付を受けました。要望額

は10億円と定めましてみたわけでありますが、この根

拠についてお尋ねしたいと思います。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 財政課長。 

◎財政課長（本 間   純 君） 

 特別交付税については普通交付税では算入されなか

った財政需要につきまして、財政需要あるいは普通交

付税の算定期以後に生じました災害等による財政需要

の増加、収入の減少などを考慮して算定、交付される

ものでございます。このうち尾花沢市のほうで要望さ

せていただいたものが、除排雪対策費、災害対策費、

子育て支援少子化対策費、高齢者福祉対策費、地域づ

くり対策費、病院事業経営対策、診療所運営対策、有

害鳥獣対策、清掃対策などの８項目でございまして、

こちらを積み上げいたしますと17億円というふうにな

りますけれども、中央要望額という形で要望した数字

は10億円というふうに積算したところでございます。

以上です。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 菅野委員。 

◎菅 野 修 一 委員 

 歳入歳出の決算の差引残高でありますけれども、８

億9,904万5,688円というようなことで、特別交付税が

低かったら、このような差引残高が生まれず、令和３

年度の予算編成にも大変苦慮したのではないかなと思

いますが、この点について、やはりあの要望額の93％

を交付されましたというようなこと、本当にそれは良

かったなと思いますけれども、もう少し要望額も、17

億円というような需要額全体の額でありますので、多

くすれば良かったかなとこのように思いますけれど、

この点についてはいかがですか。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 財政課長。 

◎財政課長（本 間   純 君） 

 先ほども申し上げましたけれども、本市特有の特殊

財政需要といたしまして、昨年度は10億円というふう

うなことで、国に要望したところでございますけれど

も、その前段におきまして、特別交付税の関係の特殊

財政需要額調べというふうなことで、常に国、県のほ

うと情報を取り合ってございます。その中で常に需要

額については必要額、所要額がこれくらい必要ですよ

というふうなことは伝えてございますので、その中で

も先ほど申し上げました８項目については、その中で

も特筆すべきものというふうなことで、10億円を要望

したというふうなところでございます。なお、委員ご

存知のとおり、特別交付税の総額については、地方交

付税法第６条の２によりまして、普通交付税も含めま

した交付税総額の６％というふうなことで、総額は決

められてございます。その中で全国の市町村等で特殊

な事情、その状況に応じて、それぞれ配分されたもの

というふうに認識してございます。以上です。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 菅野委員。 

◎菅 野 修 一 委員 

 ちなみにでありますけれども、隣の村山市さんにお

きましては、要望額が９億円だったそうでございます

が、13億円以上の特別交付税が交付されたという事例



もありまして、これは本当にあの特別交付税は使途に

ついても、国からの縛りを受けない、さまざまな政策

の充実に充当できるというような財源にすることがで

きるというようなことで、本市にとっても有効な財源

ではないかなとこのように思ったわけでありまして、

少しでも本市に交付される額を多くする、そういうふ

うなことで、これも市長をはじめ、そしてまた議会も

ですね、一緒になってやったわけなんですけれども、

私たち令和クラブと鈴木裕雅議員、そして小関議員と

いうふうなことで、３階の防災研修室をお借りしまし

て、中央要望はできなかったんですけれども、リモー

ト要望というようなことで、国会議員に切にこの10億

円の満額を支給していただけるようにというようなこ

とで、皆さんから要望した経緯があります。そんなこ

とで、まず93％ぐらいの達成ですけれども、それは安

堵したところでございます。この点についてもさらに

ぜひ検討していただきまして、需要額の総額が17億円

だというふうなことに対して、さらに額をしっかりと

決定してくださるようにお願いしたいなと、増額をし

ていただければとこのように思うところでございます。 

 次の質問に入ります。310ページ、基金についてで

あります。17の尾花沢市おもたか奨学金基金、決算年

度末現在高としまして、現金としまして、3,691万

5,000円。貸付金としまして1,105万5,000円、未集金

302万円、合計の5,098万5,000円というようなことに

なっております。奨学金を受けられました方の返済状

況と申しますか、それらについてちょっとお尋ねした

いなと思います。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 教育指導室長。 

◎教育指導室長（髙 橋 和 哉 君） 

 それでは令和２年度の償還の状況について、概略に

ついてご説明申し上げます。小学生にあたる方が全体

で47名、現在高校生、高校在学で貸し付けを受けてい

る方は５名、償還中の方が、償還中、今返済していた

だいている方が38名というふうになっております。貸

し付けに関しましては、今年度までは１万5,000円、

月々１万5,000円となっておりますので、総額90万円

の貸し付けというふうになっております。償還の遅れ

ている方について13名と申し上げましたが、その方々

の総額、未収金の総額がご指摘の302万円というふう

な状況になっております。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 菅野委員。 

◎菅 野 修 一 委員 

 実績報告書の75ページでありますけれども、償還額

は、令和２年度内に返済された金額が示されているわ

けでありましょうか。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 教育指導室長。 

◎教育指導室長（髙 橋 和 哉 君） 

 償還額についてのお問い合わせであります。これに

つきましては、令和２年度に先ほど申し上げました38

名の方から償還いただいた総額になります。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 菅野委員。 

◎菅 野 修 一 委員 

 償還額は194万2,250円は38名の方だというふうなこ

と分かりました。この基金については、本当にあの尾

花沢市内の子どもたちの中で、やはりあの、ご家庭の

事情とかで学資資金として希望される、そしてぜひ学

びたいというようなことに対しての支援だと思います。

大きな役割を果たす、おもたか奨学金だと思います。

これらについての増額というような形では、ふるさと

応援基金等々のほうからの増額というのは考えていら

っしゃいませんでしょうか。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 教育指導室長。 

◎教育指導室長（髙 橋 和 哉 君） 

 昨年度来から計画させていただいておりますけれど

も、今年度の募集から1万5,000円の貸し付けについて

１万8,000円の増額というふうな形で募集を行わせて

いただいているところです。おかげさまをもちまして、

例年よりも募集されている方かなり多くなっておりま

すので、逆に審査の必要が出てくるような状況になっ

ております。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 菅野委員。 

◎菅 野 修 一 委員 

 さらなる大変な子どもたちに役割を果たす、おもだ

か奨学金だと思います。これからの充実、また内容の

充実、持続されますようにご期待申し上げたいと思い

ます。 

 次に消防団の入団状況について、実績報告書114ペ

ージの（４）であります。新入団員が16名であり、退

団者が56名であるというようなことでありました。マ

イナス40名の団員の、団員数がなっているということ

で、まあこれについて、あの偏りや部の持続、維持に

支障をきたしてはいないでしょうか、この点について

お尋ねいたします。 



◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 消防長。 

◎消防長（五十嵐 満 徳 君） 

 お答えいたします。消防団員数につきましては、現

在団長以下563名が所属しております。昨年度は40名

の減少となっており、消防団員の減少は大きな課題で

あり、対策は急務であるというふうに認識していると

ころです。平成28年度に、各地区の団員配置が偏らな

いように均等配置を考慮し、分団部の再編成を行った

ところでございます。それに伴いまして、現在のとこ

ろは分団部の団員は維持されているものと考えている

ところです。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 菅野委員。 

◎菅 野 修 一 委員 

 分団と部の再編成を行って、偏りのない分団と部に

されているというような消防長のご答弁です。本当に

この定数が600名というようなことの中で、やはりで

きるだけ定数に近づけるような消防のＰＲ、入団のＰ

Ｒ等、よろしくお願いしたいと思います。コロナ禍の

中で、やはりあの新入団員の訓練については大変苦労

されておりますと思いますけれども、その点について

はいかがでしょうか 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 消防署長。 

◎消防署長（折 原 幸 二 君） 

 お答えをいたします。コロナ禍の中での新入団員の

訓練についてでありますが、例年６月に開催していま

す消防操法訓練は、新型コロナの感染拡大防止のため

10月に延期させていただいたところです。10月開催予

定の操法訓練につきましては、新入団員が消防活動を

行う上で大変重要な訓練となりますので、昨年度の入

団者と今年度の入団者を主に実施する予定でありまし

たが、今だ収束の目処がつかないコロナ感染拡大の状

況もありまして、今週16日に消防団最高幹部会を開催

しまして、実施の有無、開催内容について協議し決定

したいと考えております。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 菅野委員。 

◎菅 野 修 一 委員 

 消防団員にとりましては、新入団員の一早い１人前

の消防団員に育成することが大事かと思います。やは

りあの機械器具等も使いますので、それによって事故

とかケガのないようなことにするためにも、工夫をさ

れて、10月へ延期された訓練というふうなことであり

ますが、ぜひ安全に留意されて、しっかりとコロナ対

策も打ちながら、していただければとこのように思う

ところであります。 

 次でありますけれども、芭蕉、清風歴史資料館の正

式な名称表記はどうなっておりますかというようなこ

とでお尋ねしたいと思います。こういうふうにして読

んでみれば、芭蕉、清風、変わらないわけなんですけ

れども、この表記について、「芭蕉、清風歴史資料

館」とそれから、「芭蕉・清風歴史資料館」、どちらが

正式な表記になっておりますか。お尋ねしたいと思い

ます。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 社会教育課長。 

◎社会教育課長（鈴 木   敏 君） 

 それでは、私のほうからお答えいたします。芭蕉、

清風歴史資料館の名称につきましては、昭和58年３月

に公布されました、尾花沢市芭蕉、清風歴史資料館の

設置及び管理条例第２条に名称、芭蕉、清風歴史資料

館と規定されております。表記には読点を用いており

ます。その以降ですけれども、６回ほど昭和62年と平

成12年、平成13年、平成15年、平成17年、平成26年、

６回になりますけれども、一部条例改正のほうを行っ

ております。ですが、名称は当初より変更はありませ

んので芭蕉、清風歴史資料館につきましては読点を使

用するのが正式な名称となっております。以上です。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 菅野委員。 

◎菅 野 修 一 委員 

 今課長の答弁では、元々から芭蕉、清風歴史資料館

というふうなことになっていらっしゃるというような

ことなんですけれども、昭和58年の開館当時でありま

す。この当時あの市報等で、どんどんあの資料館の開

館に向けてですね出ていました。私もずっと縮刷版

等々ずっと見てまいりましたけれども、当時の市報に

は星川保松元市長の挨拶文もありました。そしてまた

地域文化振興会会長の故鈴木宗世先生、この方の挨拶

文、並びに初代同資料館の大類林一氏の、故人になり

ますけれども挨拶文、これも全てですね芭蕉・清風歴

史資料館となっております。それからあのイベント情

報等々、全て芭蕉・清風歴史資料館、このように記載

されておりますが、なぜこういうふうになったのでし

ょうか。その辺、条例がそういうふうなことで、元々

読点だというふうなことだとすれば、ちょっと私も納

得もいかないところなんですけれど。お願いします。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 



 社会教育課長。 

◎社会教育課長（鈴 木   敏 君） 

 私も昭和58年当時の市報なども見まして、確かに中

点となってございます。またあの当時のパンフレット

などにつきましても、中点の表記ということが見られ

るところでございます。開館当初より中点での表記を

していたということから、それ以降も中点での表記を

踏襲していたものと思われますけれども、開館して40

年近く経っている今現在ですけれども、当時の詳しい

経緯を知る職員がおりませんということで、なぜ中点

を使っていたかというのが不明でございます。ただあ

の条例改正といいますか、設置条例する時の市長が署

名する文書、そちらのほうは読点ということで確認し

ております。以上であります。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 菅野委員。 

◎菅 野 修 一 委員 

 中点と読点ですので、これについての文章表現上で

すけれども、どんな意味合いがあるのでしょうか。こ

の辺、教育指導室長さんとかはどうでしょうか。お尋

ねします。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 教育指導室長。 

◎教育指導室長（髙 橋 和 哉 君） 

 この経緯について関わらず言わせてもらうと、同列

か並列かの違いになるかと思います。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 菅野委員。 

◎菅 野 修 一 委員 

 突然のご指名ですみません。中点というようなこと

ですと、同列と私も感じます。読点ですと一旦そこで

切ってですから芭蕉、清風、今は全て読点で統一され

ているというのは分かります。ただこの資料館の駐車

場の前の大看板にね、大きな看板にもよく見ましたら

中点なんですね。当時はやはり星川保松元市長さんな

どは、こういう点についてはかなり厳格な方だったの

ではないかなとこのように思うんですけれど、まあそ

の辺の最初の条例の本当に原本というのはあるんです

か。もしあったら私たちも拝見したいなとこのように

思うんですけれど。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 社会教育課長。 

◎社会教育課長（鈴 木   敏 君） 

 当時の条例のあの今手元にコピーもあるんですけれ

ども、確かにこちらを見ますと、読点という形になっ

ております。議員が今仰いました実際の駐車場の看板

なんですけれども、詳しい話と言いますか、お聞きし

ますと、看板設置した当初は点がついていなかったら

しいということでお聞きしておりまして、後から点を

加えたということで、点が文字と文字の間のスペース

があまりないところにあるんですけれども、そちらに

つきましても、いわゆる読点と言いますか、読点にし

てしまうと、芭蕉の蕉の４つの点ありますけれども、

それ５つに見えてしまうというのもあるということで

中点にしたのかもしれないと、そこも推測なんですけ

れども、その辺は詳しく分かっておりませんけれど、

その経過があるというふうにお聞きしております。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 菅野委員。 

◎菅 野 修 一 委員 

 尾花沢市の職員の皆さんの配置一覧表というのが市

報に挟まれて配られます。それをずっと見ますと、平

成26年頃から28年までは中点なんですね。そして29年

から読点になっているんです。そこで変わったなって

思っているんですけれども。これは何かあったんでし

ょうか。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 総務課長。 

◎総務課長（加 賀 孝 一 君） 

 今ご指摘の件でございますが、推測の域は出ません

けれども、おそらく本条例に合わせた形で正しい表記

に直したものというふうに理解してございます。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 菅野委員。 

◎菅 野 修 一 委員 

 中点と読点の大変な違いはないかもしれませんけれ

ども、この辺のところまで、市民の皆さんも見ていら

っしゃるというようなことであります。そんなことで

芭蕉、清風歴史資料館、これあの本当に尾花沢市のす

ばらしい財産だと思います。これからもますますその

資料館の発展を期しながら、この辺のところまで細心

の注意を払って行政にあたられてほしいなとこのよう

にお願いをしまして、私の総括質疑を終わせていただ

きます。どうもありがとうございます。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 以上で令和クラブの質疑を打ち切ります。 

 次に、会派に属さない議員の質疑を許します。まず

小関英子委員の質疑を許します。 

 小関英子委員。 

◎小 関 英 子 委員 



 では私から総括質疑をさせていただきます。初めに

決算書84ページ85ページ、２款１項５目、実績報告書

15ページ、公用車の安全な運用をするために備品購入

ということで、先ほど安井委員のほうからもドライブ

レコーダー８台の質疑がありましたが、その中で１台

リースにまだ設置されていないこと、そしてそのほか

の除雪車などの公用車には、まだ設置されていないと

いうことですので、そのほかの１台のリース、また除

雪車について今後ドライブレコーダーの設置の予定は

あるかお伺いしたいと思います。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 財政課長。 

◎財政課長（本 間   純 君） 

 財政課で管理しております12台のうち、１台の車両

がまだドライブレコーダーが未装着となってございま

すので、今後事故等がないのが一番ではございますけ

れども、テレビでも話題になっております煽り運転の

抑止とか、運転者自身の安全運転に対する意識向上の

面からも、貸し手のほうともお話しさせていただきな

がら、可能な限り整備を進めていきたいと考えており

ます。以上です。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 小関委員。 

◎小 関 英 子 委員 

 ぜひしっかりと協議していただいて、課長が言われ

るように運転者の意識向上、そしてまた安全のために

も対処していただきたいと思います。 

 １点、そのほかにも除雪車などの公用車があるとい

うことでしたので、それに対しての今後のドライブレ

コーダー等の設置の考えはあるかお伺いしたいと思い

ます。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 財政課長。 

◎財政課長（本 間   純 君） 

 除雪車は早朝、夕方等によく出動しておりますけれ

ども、車両というふうな括りでは全て同じかと思いま

す。その辺はちょっと、よその団体でどのようにやら

れているかも含めながら、順次整備すべきところにつ

いては整備してまいりたいと思います。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 小関委員。 

◎小 関 英 子 委員 

 安全のために、確保のためにご検討いただきたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

 次に、決算書86ページ、87ページ、２款１項８目、

実績報告書19ページで、高齢ドライバー運転による交

通事故防止についてお伺いいたします。昨年度は84名

の方に交付されたということがあります。そして令和

元年度の時には100名ということで報告されています

が、この減っている状況、そしてその理由はどうなの

かお伺いしたいと思います。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 市民税務課長。 

◎市民税務課長（菅 原 幸 雄 君） 

 お答えいたします。令和２年度の高齢者運転免許証

自主返納支援の申請ですけれども、仰るように84名で

あります。タクシー券かバス回数券の２万円分を選択

できるといった事業です。昨年100数名、今回は減っ

ているというのは、どういう理由かはちょっと分かり

ませんけれども、返納した際に、すべからくお声掛け

をしていただいて、申請主義ですけれども、市役所の

ほうにお出でいただいてというような状況です。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 小関委員。 

◎小 関 英 子 委員 

 やはり申請方式ですので、あくまでも自分からとい

うことでありますので、確かにその情報もしっかりあ

の提供していくことも必要なのかなと思います。あと

あの金額等ですけれども、使用に関しては期限がない

と聞いておりますが、金額に対して上乗せする予定な

んかございませんでしょうか。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 市民税務課長。 

◎市民税務課長（菅 原 幸 雄 君） 

 昨年度の利用額につきましては、72万3,000円ほど

になります。これ期限がないんですけれども、この84

名に関して言えば43％、半分近くになるのかなと思っ

ております。令和３年度からについては、はながさ商

品券も同じ２万円の中ですけれども、選択肢を広げさ

せていただきました。その結果、現在のところタクシ

ー券が19名に対して商品券が27名、商品券のほうが多

いです。これは使い勝手が良いということかとは思い

ます。これ返納した時の１回だけですので、根本的に

その交通弱者といわれる方といいますか、やはりそう

いう移動手段を欠くという点で、それはもう広くそち

らのほうに公共交通の充実といいますか、そちらのほ

うがまず優先として今後、整備していかなければなら

ないのかなと考えているところです。以上です。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 小関委員。 



◎小 関 英 子 委員 

 やはりこう１回限りということで、使用期限がない

ということで理解しました。令和２年度を見るとバス

券のほうがゼロで、タクシー券のほうが全員だったと

いうことですので、それに対してはながさ商品券とい

う選択肢を増やしていただいたことは、大変使い勝手

が良い方向に転換していただけたかなと思いますので、

ぜひ公共交通のほうでも、足を確保すると今言われま

したけれど、しっかりと使う側がより使いやすい方向

性でしていただきたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

 次に決算書88、89ページ、２款１項８目、実績報告

書同じ19ページで、路線バス運行の市民の生活交通確

保と福祉についてお伺いいたします。こちらのほうに、

路線バスドライブレコーダーとなっていますが、何台

の購入になるんでしょうか。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 市民税務課長。 

◎市民税務課長（菅 原 幸 雄 君） 

 お答えいたします。市所有の路線バス６台に、昨年

度路線バス新たに購入しまして、７台分になります。

以上です。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 小関委員。 

◎小 関 英 子 委員 

 ありがとうございます。やはり以前バスの中で転倒

事故があったということがありましたので、しっかり

それでドライブレコーダーを設置という形になったと

思いますので、やはり運転手の意識向上もですけれど

も、バスに乗られる方の安全をしっかり確保していく

ということが一番大事になると思いますので、ありが

とうございました。どうぞしっかりと安全な運行をご

祈念したいと思います。 

 次に同じく、路線バス開設等運行費補助金で、銀山

線で600万円とありますが、令和元年度の決算報告で

は357万円という金額が出ておりまして、令和２年に

は600万円という金額が出ているので、この増えた理

由について内容はいかがでしょうか。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 市民税務課長。 

◎市民税務課長（菅 原 幸 雄 君） 

 お答えいたします。ちょっとこれまでの銀山線に係

る経緯からまずご説明させていただきます。平成８年

に山交バスが銀山線から撤退しまして、その後、市営

で路線バスを運行しておりました。平成20年12月１日

から地域交通公共交通会議で協議を経て民営化し、は

ながさバスが現在まで銀山線を運行しております。ま

たその運行に際し、生活交通の確保、市民福祉の向上

をさせるため、尾花沢市路線バス開設等運行費補助金

を創設し、運行経費の欠損額、赤字分ということで、

市民が利用した運賃分も含めてを補助金で交付してい

るところであります。令和元年度についてですけれど

も、この時期はインバウンド需要によりまして初めて

収支がプラスとなったため、収支欠損分がゼロとなり

まして、市民が乗車した運賃負担の分、356万9,570円

が交付されました。令和２年度、昨年度につきまして

は、コロナ禍ということで、観光客が激減しまして収

支欠損額は限度額を超えたと。収支欠損分と運賃負担

金を合わせて、これ限度額ということで600万円の交

付を行ったという次第であります。以上です。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 小関委員。 

◎小 関 英 子 委員 

 今答弁をお聞きしまして、やはりインバウンドの観

光客の影響は本当に大きいなと感じております。本当

に日本の中の銀山というより、世界の中でも本当に銀

山が知られているということを痛切しております。そ

れに対して、この令和２年、コロナ禍によってこれだ

けの負債、損益が出ているというのが本当にあのちょ

っとショック受けたところであります。だからこそや

はり、コロナの収束等に向けて、しっかりと対応して

いくことが必要なのではないかと思いますので、しっ

かりとコロナ禍でありますが、そのコロナが収束した

後に、しっかりと観光客のほうが戻って来られるよう

な対策が必要なのかなと思います。今言われたように

600万円が限度額だとありますが、それ以上の金額を

補填できるということはないのでしょうか。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 市民税務課長。 

◎市民税務課長（菅 原 幸 雄 君） 

 今のところは限度額ということで定めておりますの

で、この額を持って限度額としております。以上です。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 小関委員。 

◎小 関 英 子 委員 

 了解いたしました。やはり財源がいくらでも限りな

くあるわけではない中での、大変苦肉のことだと思い

ますが、やはり銀山線をしっかり守っていくというた

めにも大変ではありますけれども、対応のほうよろし

くお願いしたいと思います。 



 次に決算書92ページ、93ページ、実績報告書14ペー

ジの避難時に必要な物資を備蓄し、避難所機能を整備

するについてお伺いいたします。多くの備蓄品があり

ますが、現在非常食について、アレルギー対策をされ

ているかお伺いいたします。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 防災危機管理室長。 

◎防災危機管理室長（小 埜 和 広 君） 

 お答えいたします。避難所機能強化等推進事業とい

うことで、昨年度非常食をアルファ米、飲料水等73万

9,368円で購入をしております。現在本市では非常食

としてアルファ米を中心に備蓄しております。このア

ルファ米につきましてはエビ、カニ、小麦といった消

費者庁が定めますアレルゲン特定原材料物質の28品目

を使用していないものを選定しております。また宗教

上の理由から食べられない原材料、調理方法そういっ

たものを排除した、ハラール認証の取得をしたものを

備蓄するようにしております。以上です。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 小関委員。 

◎小 関 英 子 委員 

 了解いたしました。やはりアレルギーをお持ちの方

が避難所等で避難した時に食べられないとなると、や

はり差別になってしまうかなと思いますので、そして

また宗教上のハラールに対しても対応されているとい

うことは大事なところだと思いますので、了解いたし

ました。 

 次にその備蓄品に対して。水とアルファ米の備蓄を

されておりますが、ローリングストック、５年間の賞

味期限があると思いますが、どのような形でローリン

グストックをなさっているかお伺いいたします。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 防災危機管理室長。 

◎防災危機管理室長（小 埜 和 広 君） 

 お答えいたします。備蓄品のローリングストックに

ついてでございますが、本市では賞味期限が切れる概

ね１年前のものを、市内小中学校におけます防災教育、

また自主防災会などに配布をさせていただいて、有効

に使用していただいております。その後使った分につ

いては補充、購入を行い、有事に備えており、使用す

る、補充する、備える、といったローリングストック

を平成30年度から実施しているところございます。以

上です。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 小関委員。 

◎小 関 英 子 委員 

 しっかりと１年前に対応されているということで、

そしてまた小中学校に防災教育、そして自主防災会の

訓練等に使われているということで、以前は生米にお

水を入れて湯煎とか、炊くというのがほとんどの防災

備蓄ということで避難訓練でもされていましたけれど、

アルファ米、アルファ化米を備蓄品として備蓄されて

いるということで、まだまだ市民の方には分かってな

い方、アルファ米のことをご存知ない方がいらっしゃ

ると思うので、しっかりとそうやって非常時の時に使

えるものが、尾花沢市で備蓄しているということを知

っていただくことも大事な取り組みだと思いますので、

しっかりと、いろんな出前講座とかでも、実際今はコ

ロナ禍ですので、なかなか直接そこでアルファ化米に

お湯を入れて戻したものを試食するということはなか

なか厳しいと思いますが、そういうことがある、そう

いうものがあることをしっかり周知していただいて、

市民の方にも、もしかしたら自分の自宅にも備えると

いう意識が出てくるのではないかなと思いますので、

そういうところの周知も行っていただきたいと思いま

すが、いかがでしょうか 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 防災危機管理室長。 

◎防災危機管理室長（小 埜 和 広 君） 

 尾花沢市のほうで非常食の備えを行ってはおります

けれども、必ずしもこれで間に合うというわけでもな

いと思います。各ご家庭での備蓄もやはり基本となっ

てまいりますので、こういった商品の紹介ですとか、

備えの必要性などについて、あらゆる場で市民の方々

に啓蒙をさせていただきたいと思います。以上です。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 小関委員。 

◎小 関 英 子 委員 

 お願いしたいと思います。防災食と言っても、昔の

ように乾パンとか、防災食ってまずいという状況がた

ぶんあったと思うんですけれど、最近はいろんな商品

があり食べやすい商品、また柔らかい商品等も販売と

かされていますので、ぜひ紹介していただいて、各家

庭での自助のほうにつながればいいかなと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

 この中でもう１つ、簡易トイレの備蓄が今回された

ということでありますが、今現在どちらのほうに備蓄

されているでしょうか。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 防災危機管理室長。 



◎防災危機管理室長（小 埜 和 広 君） 

 お答えいたします。昨年度、指定避難所用の簡易ト

イレとして１万7,000回分を購入したところでありま

す。この簡易トイレにつきましては、便器に付属のビ

ニール袋を被せまして、用を足した後に凝固剤を入れ

封をして廃棄するというものでございます。今年度、

各指定避難所の点検を担当職員により実施をさせてい

ただいておりましたが、全ての避難所には避難所当た

り400回分ずつ配備をさせていただいたところでござ

います。以上です。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 小関委員。 

◎小 関 英 子 委員 

 ありがとうございました。やはりあの避難した時に

心配になるのがトイレかなと思いますので、その備蓄

があるということは、やっぱり安心感があるのかなと

思います。あとはあのやはり、その簡易トイレをしっ

かり避難した時に使えるように、職員なり、担当のほ

うがしっかりと使えるようにしていただくことが大事

だと思いますので、そちらのほうの訓練もよろしくお

願いしたいと思います。 

 次に、決算書104ページ、105ページ、２款３項１目、

実績報告書20ページ、通知カード・個人番号カードに

ついてお伺いいたします。 

 今回、令和１年と比べると400万円ほど交付が増え

ておりますので、今回、令和２年には大変個人番号の

マイナンバーカードの交付が進んだと思われます。割

合ではどれくらいか、そして年代、世代別にはどれく

らいの方がマイナンバーカードを取得されているかお

伺いいたします。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 市民税務課長。 

◎市民税務課長（菅 原 幸 雄 君） 

 お答えいたします。令和２年４月１日現在で、その

時で10.0％ほどでした。令和３年４月１日現在で

20.4％、ですので10.4ポイント上昇したことになりま

す。これはやはりマイナポイント付与サービスという

ことがまず効いたかなと、年度末です。それから申告

相談の会場で、申告相談にいらっしゃった方について、

希望者を募って、こちらのほうで写真を撮らせていた

だいて、申請書も作ったといったことも大きく増加に

つながったのかなと考えております。 

 それから年代別ということで、ちょっとデータが古

くなるんですけれども６月７日現在です。一番多いの

が60代の方で37％、次に70代の方で35.3％です。20代

の方でいえば22％、30代も22％、40代26.7％、50代

27.6％、10代の方あるいはもっと高齢の方については

10％台ということで、ちょっと低いような状況です。

そこで今後ですけれども、例えば、はつらつ70健康教

室ありますけれども、この辺で啓蒙活動。あるいは各

地区公民館で担当者が出向いて申請を受け付けを行う

とか、現在もやっているんですけれども、企業さんの

ほうに訪問させていただいて、企業さんまとめてお声

掛けをして、こちらのほうで写真を撮らせていただい

て、申請させていただくというようなことも実施して

おります。例えばあと高校生については、高校生皆さ

んスマホお持ちですので、スマートフォンを用いての

やり方というようなことも紹介しながら進めていきた

いなと考えています。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 小関委員。 

◎小 関 英 子 委員 

 世代別もこんなにこう違うんだなということで、や

はり逆に言うと、若い人ほどまだマイナンバーカード

を作っていないということでありますので、今後、保

険証また免許証等との連動も考えられるというので、

しっかりと取り組むというか、向上させていくことが

必要だと思いますが、市としては何％まで今年度上げ

ていくという目標とかあるでしょうか。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 市民税務課長。 

◎市民税務課長（菅 原 幸 雄 君） 

 お答えいたします。年度当初３割を目標ということ

で努力してまいりました。その結果９月１日現在で実

は30.7％というようなことで、一応目標は達成してお

ります。ただ全国的には、あるいは県内的にはと申し

ますとまだまだです。ですので少しでも多くの方が申

請いただけるように、今後とも努力してまいりたいと

思います。以上です。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 小関委員。 

◎小 関 英 子 委員 

 実は私自身、今申請中というか、出したことは出し

たんですけれど、まだ手元に来ていない状況です。す

ぐ出してすぐ交付されるものではないので、時間がか

かるということもあると思いますので、しっかりと、

でもまずは目標に達成したことは大変すばらしいこと

だと思います。私の知り合いにもやはりマイナポイン

トがあるということで、申請したよという人が多かっ

たなとは思いますので、やはりそういうこう喚起とい



うか、マイナンバーカードを作ろうという意識を向上

させるようなことも必要なのかなと思っていたところ

です。しっかりと、やはりあの今回の特別交付金とか

なる時に、やはりあのマイナンバーカードを持ってい

た方は、すぐ交付してもらえたということもあったの

で、やはりマイナンバーカードというのは、これから

いろいろな事務手続きがある時に大事になるかと思い

ますので、より多くの市民の方がマイナンバーカード

をしっかり受けられるように進めていっていただきた

いと思います。 

 最後になりますが、決算書178、179ページ、実績報

告書75ページの10款１項２目のおもたか奨学金事業に

ついてお伺いいたします。先ほど菅野委員のほうから

もありましたが、未収金に対してどのような対策を取

られているかお伺いしたいと思います。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 教育指導室長。 

◎教育指導室長（髙 橋 和 哉 君） 

 未収金の対応についてお話申し上げます。大きく３

つの対応をしております。１つ目、定期的に文書にて

お払いいただくようにお願いしております。２つ目、

１回の償還額が多くなる年ごとの償還を選択されてい

る方はおりますけれども、まだ若いうち収入が少ない

状況ありますので、毎月での償還を勧めています。３

つ目、償還に波がある方がおります。その方について

は少額でも定期的に償還していただけるようにお話を

継続してさせていただいております。このような３つ

の柱をもとにしながら、今後も工夫をしながら計画的

な回収に努めてまいります。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 小関委員。 

◎小 関 英 子 委員 

 やはり今言われたように、年という、１年というと

やっぱり高額になるので、月ごとにというのがコンス

タントに収めていくというのが、負担が少なくて済む

のかなと思いますが、月にするといくらぐらいが平均

返済額になるんでしょうか。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 教育指導室長。 

◎教育指導室長（髙 橋 和 哉 君） 

 現在の制度で今年度までの１万5,000円の貸付につ

きましては、10年間の月割りにしますと月々4,500円。

来年度以降の子どもたちにつきましては、増額する１

万8,000円に伴って5,400円というふうな金額になりま

す。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 小関委員。 

◎小 関 英 子 委員 

 やはり返済していただいたのがまたあの次の方への

貸し付けになると思いますので、しっかりと返済して

いただくことが大事かなと思いますので、無理なく返

済していただけるようにしっかりとこれからもご指導

いただきながら、おもたか奨学金制度がしっかりと持

続していけるように、引き続きご指導いただきたいと

思いますのでよろしくお願いいたします。 

 以上で、私の質疑のほう終わりたいと思います。あ

りがとうございました。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 以上で小関英子委員の質疑を打ち切ります。 

 次に塩原未知子委員の質疑を許します。塩原未知子

委員。 

◎塩 原 未知子 委員 

 それでは私のほうは実績報告書のページで質疑させ

ていただきます。まず92ページ、ふるさと応援基金事

業に関しまして41項目あるわけですけれども、その中

から質疑させていただきます。この全体の件数でいき

ますと、約４万件の皆様からの応募いただいたことに

なりますが、この募集方法と期間、それぞれの商品に

対しては発送体制というのがございますが、そのあた

り、ご説明をお願いします。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 定住応援課長。 

◎定住応援課長（有 路 玲 子 君） 

 お答えします。募集方法としましては、令和２年度

につきましては、５億8,000万円の寄附金をいただい

たわけなんですけれども、例年、前の年の10月ぐらい

から募集を開始しておりまして、本市のスイカをはじ

め農作物については、前年の10月から募集を開始して

おります。次に発送体制についてですけれども、寄附

金の申し込み受付は市のほうで受け付けております。

その後、システムを通して事業所であります尾花沢市

観光物産協会とＪＡみちのく村山に出荷を依頼してい

るような状況でございます。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 塩原委員。 

◎塩 原 未知子 委員 

 サイトのほうからの申し込みということで、昨年も

質問したので、５つになったということで、そこから

それぞれのお申し込みだと思います。トータルなふる

さと納税のサイトということで、５つの商品、スイカ、



米、牛、あとアスパラ、あと銀山温泉がどんとこう載

っているような、全体を統制するサイトがまたありま

して、さらにそこから楽天、さとふる、さまざまなあ

の事業所のサイトに飛ぶような格好になっております

が、先ほどのご説明で、10月頃に募集ということで、

これからたぶん来年の出荷のピークを迎えるものを載

せていくのかと思いますけれども、昨年の10月のこと

なんですが、昨年の10月、11月、12月と１番ピークを

迎える頃に、尾花沢スイカと名前を打つと、村山市と

やはり大石田町のほうのふるさと納税のほうが上に来

ているという状況を見つけたところなんですけれども、

出荷の体制は２ヵ所ということでありましたが、その

あたりほかの米、牛、銀山温泉と、さまざまあるわけ

ですけれども、ほかのことに関してはどうなんでしょ

うか。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 定住応援課長。 

◎定住応援課長（有 路 玲 子 君） 

 質問なんですけれども、ほかのことに関してと

言いますのは、発送体制のことでしょうか。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 塩原委員。 

◎塩 原 未知子 委員 

 スイカ以外。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 定住応援課長。 

◎定住応援課長（有 路 玲 子 君） 

 スイカ以外の発送体制につきましても、同じように、

一旦市で受け付けをしまして、システムを通しまして、

尾花沢市観光物産協会とＪＡみちのく村山のほうに発

送を依頼しております。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 塩原委員。 

◎塩 原 未知子 委員 

 大変ですね、複雑で分かりにくかったなと私は思っ

ておりました。さまざまなサイトが５つありまして、

さらには尾花沢スイカ、尾花沢牛、米ということで選

んでいくと、それぞれのサイトのほうの表記がありま

して、非常に分かりにくいなと思っているんですけれ

ども、このようなことは、問い合わせではなかったで

しょうか。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 定住応援課長。 

◎定住応援課長（有 路 玲 子 君） 

 先に塩原委員からご指摘ありましたとおり、ごちゃ

ごちゃしていて見づらいというようなご指摘を塩原委

員のほうからいただいた後に、システムを扱っている

会社のほうに問い合わせをしまして、こういった意見

があると。実際のところうちのサイトは見づらいんで

しょうかというようなお尋ねをしたところ、インター

ネット上でこういうふうに見えるのは、至極当然のこ

とで決して見づらいというような印象はないというお

答えをいただいております。以上です。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 塩原委員。 

◎塩 原 未知子 委員 

 であればこそ、きちっとした市のほうの表現をもう

少し工夫していただきたいなと思っております。特に

お米に関しては、消費のほうをどんどんやはり進める

べきだと思いますので、そのあたり、今年これから10

月からということなので、改善していただきたいと思

います。私のほうからは改善していただいたのかなと

思っていましたけれども、１年間あまりそう感じてい

なかったもので、そういうふうにとってもらって、さ

らなる改善をして、なるべく尾花沢市のほうで、商品

のほうを、ふるさとの気持ちも込めて発信できるよう

な体制を、さらなる工夫していただきたいと思います。

よろしくお願いします。 

 その次に、同じ92ページなんですけれども、ラッピ

ングバス観光ＰＲ等事業費208万円、これに関して実

績のほうではあるんですけれども、費用対効果として

どのような反応が、今回コロナ禍なので、なかなか仙

台のほうには見に行けなかったんですけれども、評判

とか、そのほかどうでしょうか。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 商工観光課長。 

◎商工観光課長（間 宮 康 介 君） 

 お答えいたします。今委員からもありましたとおり、

やはりコロナ禍ということで、仙台のほうには見に行

けないというような状況もございました。今現在、令

和２年度までについては、バスが２台仙台市のほう、

市営バスのほうで走ってございましたけれども、今年

度からは１台に減らしているところであります。効果

測定ということでございますけれども、なかなか仙台

の人から声を聞けないということもありますが、やは

りキャンプ場とかには、実際コロナ禍においても宮城

からも来ておられるということで、そういうバスのリ

サーチなどということはご存知の方、あとはインスタ

グラム等でも結構出回っているというようなことから

も、一定の効果はあるのかと思ってございます。以上



でございます。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 塩原委員。 

◎塩 原 未知子 委員 

 今のお答えでは、一定の効果があるということなん

でしょうけれども、私もあの独自で仙台の方々にちょ

っと聞いているところです。なんでしょう、そのすご

く効果があったということがないんですけれども、た

だこのコロナ禍にあってどうなんだろうねっていう声

はお聞きしています。逆に市内のバス等々のラッピン

グのほうを工夫したほうがいいんじゃないかっていう

声もあったりしますので、その点次年度考えていただ

きたいなと思っております。 

 次なんですけれども、同じ実績報告書の92ページ、

徳良湖周辺環境整備事業44万円の説明をお願いします。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 総合政策課長。 

◎総合政策課長（永 沢   晃 君） 

 徳良湖周辺環境整備事業につきましては、主にシル

バー人材センターへの業務委託料になっております。

場所は市道長根山線の沿線から徳良湖周辺の桜の木の

枝打ち、または雪囲い等の管理業務になっております。

以上です。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 塩原委員。 

◎塩 原 未知子 委員 

 環境整備で桜、特に桜の枝打ち等ということなんで

すけれども、その桜がですね、本当に雪でなんだと思

うんですけれど、ボロボロになっております。せっか

くあの費用をかけるのであれば、もっとしっかりした

形の桜の木の保全というか、たぶん除雪の雪で傷んで

いるのかとは思うんですけれども、そのあたり工夫を

なさって、下草刈りだけじゃなくて、冬のことはどう

なんでしょうか。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 総合政策課長。 

◎総合政策課長（永 沢   晃 君） 

 場所の選定等かと思います。まず土壌のほうがその

木の生育に適しているかという部分から、これまでの

反省を踏まえまして、今回あの見させていただいてお

ります。たぶん今言った長根山線の脇が一番ひどいか

と思いますけれども、元々そういう適した場所ではな

かったのかなというふうな反省をした上で、徳良湖周

辺の土壌については、昨年度この事業の中でも調査を

させてもらっているという経過ありますので、今後し

っかりしていきたいと思っています。以上です。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 塩原委員。 

◎塩 原 未知子 委員 

 ぜひ桜は50年、大切にすればもっともっと私たちを

楽しませてくれるはずなので、植える時も大事にして、

その植える場所の選定もしっかりと徳良湖マスタープ

ランの中にもございましたけれども、考えていってい

ただきたいと思います。やはり尾花沢の場合は、夏と

冬では全くあの情景が違いますので、夏だけ考えない

で、冬のほうを十分に考慮していろいろな樹木に関し

てはお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 次また同じページなんですけれども、文化財事業費

歴史の道管理費35万円。これに関して説明ください。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 社会教育課長。 

◎社会教育課長（鈴 木   敏 君） 

 ふるさと応援基金35万円充当されました文化財事業

費でございます。こちらにつきましては、延沢城跡保

存会の登城路の草刈りですとか、倒木処理。あと歴史

の道の清掃ということで、市野々集落のほうに支出し

ているところでございます。以上です。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 塩原委員。 

◎塩 原 未知子 委員 

 尾花沢の中には歴史の道がそのほかにもたくさんあ

ると思います。今回今２ヵ所のことだったんですけれ

ども、それは継続的に行うような形で支出を考えてお

られるんでしょうか。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 社会教育課長。 

◎社会教育課長（鈴 木   敏 君） 

 毎年同様の金額を支出して、清掃ですとか土木処理

などの委託と言いますか、お願いをしているところで

ございます。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 塩原委員。 

◎塩 原 未知子 委員 

 ぜひそのほか２ヵ所以外にも、たくさんやっぱり地

域では守っていかなければいけない歴史の道がござい

ます。そちらのほうの調査もしまして、大切にしてい

くところを地区ごとに表記して、ふるさと納税でそれ

を、なんて言うんですか、支援していただいていると

いうのを表記もしながら、そうすると納税した方々が

そこを訪れた時に、なんて言うんでしょうかね、つな



がるような工夫も１つしていただきたいんですけれど

もいかがでしょうか。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 社会教育課長。 

◎社会教育課長（鈴 木   敏 君） 

 今申しました２ヵ所以外にも歴史の道ということが

たくさんあるかと思いますので、それぞれ精査いたし

まして、ふるさと納税という表記もさせていただきな

がら、整備といいますか、業務委託のほうも検討して

まいりたいというふうに考えております。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 塩原委員。 

◎塩 原 未知子 委員 

 お願いします。同じページなんですけれども、四大

まつり実行委員会補助金500万円、これに関してご説

明お願いします。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 商工観光課長。 

◎商工観光課長（間 宮 康 介 君） 

 お答えいたします。四大まつり実行委員会補助金、

こちらにつきましては、例年行われております、徳良

湖まつり、尾花沢花笠まつりと尾花沢雪まつりの３つ

の開催に対して、四大まつり実行委員会に補助し行っ

ているものでございます。令和２年度につきましては、

第45回の尾花沢雪まつりのみが開催されまして、こち

らに補助金として500万円補助してございます。うち

協賛金として民間企業より100万円いただいたものを

補助として、市で受けまして補助しているものでござ

います。なお今年の雪まつりにつきましては、縮小分

散開催ということも受けまして、打ち上げ花火のみの

実施ということにしてございます。よろしくお願いし

ます。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 塩原委員。 

◎塩 原 未知子 委員 

 昨年のあの美しい花火だったんだなと思うと、本当

に今でも目の中に焼き付くほど、白い雪景色の中に花

火ということに、新しい形の雪まつりなんだなと心に

残りました。しかし尾花沢の本当に経済のほうが冷え

切っております。花火見て美しかったという、本当に

去年はどこにも出れないという気持ちを、本当にあの

潤していただいたなと思っておるんですけれども、こ

のように３年くらいずっと、まるだし尾花沢まつりも

中止、あと徳良湖まつりも、さまざまなところの祭り

がだんだんだんだんできないということで、皆さん心

が寒くなっております。それに対して、経済的にあの

活性化できるような、何か仕掛けがやはりどうしても

この四大まつり実行委員会の補助金であれば、考えて

いただきたいなと思うんですけれどもいかがでしょう

か。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 商工観光課長。 

◎商工観光課長（間 宮 康 介 君） 

 ありがとうございます。仰るとおり、経済の低迷と

いうのが今でも続いておりまして、各事業所さん等も

かなり苦しいというようなことも寄せられております。

やはりこの祭りというものを用いて、住んでいる市民

皆さんも活気づけるような仕掛けになるよう、実行委

員会等でも、そういう活発な議論ができるよう働きか

けて行きたいと思います。よろしくお願いします。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 塩原委員。 

◎塩 原 未知子 委員 

 よろしくお願いいたします。イベントがなくなると

それに参加しようと思っていた方々の仕入れも、どこ

に売ろうかというほど、大変な思いを皆様しておりま

す。特に本当に市内のイベント、お祭りが本当に多か

った尾花沢ですので、その元気が止まってしまうって

こと自体を、さらに広げないように工夫なさって、次

の委員会では話し合っていただきたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

 次に、実績報告書63ページ、花笠高原施設整備修繕

事業899万円についてご説明お願いします。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 商工観光課長。 

◎商工観光課長（間 宮 康 介 君） 

 お答えいたします。花笠高原施設整備修繕事業とい

うことで、実績報告書63ページに実施内容として記載

しているものでございます。花笠高原荘の休憩棟、ま

た浴場棟の屋根塗装から始まりまして、かなり小修繕

まで実施してございます。以上でございます。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 塩原委員。 

◎塩 原 未知子 委員 

 主には屋根工事なのかなと思っております。ですが

私春と夏に２度ほど宿泊させていただきました。部屋

のほうのボイラーも止まっていたりとか、あと壁がで

すね穴が開いていたりとか、非常に泊まる側の、客側

から見る内装と言うんですかね、非常に辛いなと思い

ました。もちろん屋根は大事です。そのほかもかなり



やはり老朽化しているんですけれども、その部分はこ

こには入っていないでしょうか。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 商工観光課長。 

◎商工観光課長（間 宮 康 介 君） 

 ちょうどその実績の内容の下のほうですが、花笠大

浴場の真空ボイラーということで、大浴場のほうにつ

いてはボイラーも２基構えてございますけれども、そ

ちらの修繕を入れているところでございます。また浴

槽についても、だいぶタイルの傷みですとかいうとこ

ろがありましたので実施しているところです。 

 実際は花笠高原荘のほうについては、給湯のボイラ

ー等はございますけれども、お風呂等は使用していな

いというようなことでもございまして、だいぶ老朽化

しているということで、これまでもいろんな長寿命化

の話等々もございましたけれども、今後またどのよう

にしていったらいいかというようなことも含めて考え

ていきたいと思います。 

 また、来ていただけるお客様、花笠高原荘につきま

しては、令和元年度から２年度までに稼働率23％とい

うことで、かなりお客様も減ってございますので、そ

の辺のまた回復というようなことを目途に、いろんな

修繕計画等を実行していきたいと思います。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 塩原委員。 

◎塩 原 未知子 委員 

 お願いします。今回コロナ禍で登山ブームが、どこ

の地域でもあるようなんですけれども、尾花沢の場合

は御所山、先ほどのあの花笠高原荘は御所山の麓にあ

りまして、その受け入れ体制も含めて拠点になってい

ると思います。そのあたりの補修みたいなものという

のはこれには含まれませんでしょうか。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 商工観光課長。 

◎商工観光課長（間 宮 康 介 君） 

 お答えいたします。御所山荘につきましては、昨年

度、宿泊と日帰り等々も含めて118名程度の利用にな

ってございます。ただあの緊急避難小屋を使っての登

山ということも考えられますし、入込数で考えますと

約1,800名ほどを想定してございます。去年、令和２

年度についてはそれよりも落ちる推測をしておりまし

て、約75％ぐらいの元年比の稼働ではないかなという

ふうに見てございます。 

 登山道につきましても、だいぶ整備と言うか、昨今

の災害等にも因りまして、だいぶ傷んでいるところも

ございます。山の登山道の点検等等も含め、今仰いま

した花笠高原荘を基地化してそういう登山ブーム、百

名山の１つでもございますし、その辺も考慮した事業

展開を今後していきたいと思います。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 塩原委員。 

◎塩 原 未知子 委員 

 よろしくお願いします。来年は山の日の拠点が山形

県を拠点にして展開されますので、ぜひ花笠高原荘を

もっともっと何か活用するようなことがあってもいい

んじゃないかと、皆さんからの声もありますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

 では次に、実績報告書の62ページの徳良湖周辺整備

修繕事業の710万円の中の工事測量設計業務委託料に

関してご説明お願いします。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 商工観光課長。 

◎商工観光課長（間 宮 康 介 君） 

 お答えいたします。実績報告書の62ページ、徳良湖

周辺施設整備修繕事業ということでございます。お尋

ねありました測量設計業務委託につきましては、徳良

湖周辺整備工事の測量設計業務委託、こちら花畑造成

にかかるものでございます、こちら583万円。あと花

笠グラウンドの改修工事の測量設計業務委託が136万

8,400円、レストラン徳良湖の改修工事の実施設計業

務委託が125万4,000円でございます。今３つのうち、

花畑、あとレストラン徳良湖については工事実施中で

ございまして、進行中でございます。花笠グラウンド

については、これから入札行為に入る予定でございま

す。以上でございます。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 塩原委員。 

◎塩 原 未知子 委員 

 設計業務に関して３つあるということだったんです

けれども、レストランが今進んでいるというのと、花

畑も造成中ということなんですが、皆さんのそこの徳

良湖の周辺で営業していらっしゃる皆さんと、あとは

そのお花畑も含めて、ラベンダー園とか、さまざまあ

るわけですけれども、皆さんとは会話というか、きち

んとした会議体ではなくてもよろしいので、何かプラ

ンに対しての会議があったかどうかを聞きたいと思い

ます。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 商工観光課長。 

◎商工観光課長（間 宮 康 介 君） 



 お答えいたします。昨年度、令和２年度に設計をす

る際にも、徳良湖周辺の方とお話していると聞いてご

ざいます。ただ今年についても、実際これから造成を

し、来年の春を目途に花の植栽等々もしていくという

こともございますので、当然ラベンダーをやっておら

れましたＮＰＯニューフロンティアさんですとか、事

前にもお話をさせていただいたり、あと徳良湖村です

とか、徳良湖の周辺に関わっている方についても、一

度お話をさせていただいて、そこからまた今度植栽に

関してどのような形にしていったらいいか、また徳良

湖の一周どういうふうな形にしていくとそこが映える

かなども、今議論をする会を設けてございます。 

 またレストラン徳良湖についても、内装の工事で多

目的トイレを作ってみたり、利用者の声を反映させた

ような設計になってございます。あと花笠グラウンド、

こちら利用していらっしゃいますソフトボール協会や、

スポーツ少年団等々のご意見を参考にしながら設計を

してございます。以上でございます 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 塩原委員。 

◎塩 原 未知子 委員 

 設計をする前に本当はその話があって、その話の内

容を設計者が多分図面に起こしていくっていうのが普

通だと思うんです。実は15年ほど前に花のボランティ

ア活動している時になんですけれども、これから徳良

湖100周年までにあと15年あるんだけれども、どんな

格好の花ということじゃないですけれど、徳良湖の使

い方をというような会議に私参加させていただきまし

て、その時は10名未満だと思います。あのレストラン

徳良湖のほうで集められて、さまざまな方々がいらっ

しゃいましたけれども、現場で花の作業していらっし

ゃる方ももちろんいらっしゃいました。ということで

本当にいろいろな夢を語った15年前だったような気が

します。それが徳良湖マスタープランのワークショッ

プの時に、さまざまな皆さんからのご意見で、ものす

ごく夢いっぱいの話、その中で確かに花畑の話もあり

ましたし、レストランこういうふうになるともっとい

いんだけれどっていう話もございました。そのような

形を継承するような会議というのはできないでしょう

か。一つひとつの事業がさまざまあるかと思うんです

けれども、やはり徳良湖に関しては、１年２年の話で

はないような気がします。そしてさらに花畑を作ると、

今度維持管理のほうが大事なんじゃないと思うんです

けれども、どうでしょう、そのような会議これからあ

るんですか、お聞きします。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 商工観光課長。 

◎商工観光課長（間 宮 康 介 君） 

 はいありがとうございます。仰るとおり当然係わる

方がこれまでもお話ししてきた、当然徳良湖整備マス

タープラン策定する際のワークショップの意見は、今

大いに参考にさせていただいて、設計もしていると思

います。ですので、またこれからまたワークショップ

からもまた数年経っていますし、今現在をどう考えて

いくかということをしっかり話し合いをしながら、一

番いい方法、まあ10年後、20年後という目標に向かっ

てどうしていったらいいかというようなことも含めて、

話し合いをできる場はぜひ持っていきたいと思います。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 塩原委員。 

◎塩 原 未知子 委員 

 すぐにでも本当に話し合いをしていただきたいと思

いますが、でもじっくりとあの皆さんの本当に声を聞

いて、良いプラン、設計もできているとしても実際こ

れから施工だと思いますので、それにはあの間違いな

いようにお願いしたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

 次に実績報告93ページの悠美館学習情報センターの

活用状況などお聞かせください。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 社会教育課長。 

◎社会教育課長（鈴 木   敏 君） 

 悠美館の学習情報センターのハイビジョンホールの

活用ということでよろしいですかね。そちらにつきま

しては、今現在の教育委員会の会議ですとか打ち合わ

せ、あとはパブリックビューイングなど、あとは市民

図書館の催し物などの機会で利用されております。こ

こ数年ですと、年間200件以上の利用があるというこ

とでございます。以上です。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 塩原委員。 

◎塩 原 未知子 委員 

 実績報告書見ますと、本当に展示ホールの件数も４

件、あとなかなかやはりコロナ禍もあって伸び悩んで

いるなという数字と、あとハイビジョンのほうの上映

がアニメなどということで、年間４回というのは本当

に少ないなと。でももうこれも時代なのかなと思って

いるところです。本当にコロナ禍なので、自宅のほう

でサブスクリプトで、いろんな映像なども取れますし、

まあこれはこれでしょうがないのかなと思いますけれ



ども、さらなる工夫をぜひして、学習情報センターま

だまだ何か、目先を変えるとすごくあの市民が集う場

所になるのではないかなと私は思いますけれども、何

かそういうこれからのコロナ禍に向けてということを

考えていらっしゃるんでしょうか。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 社会教育課長。 

◎社会教育課長（鈴 木   敏 君） 

 令和２年度の上映会につきましては、今委員が仰い

ますように、４回ということで、大変少ない状況でご

ざいました。平成30年、令和元年あたりをみますと、

上映も17回ですとか12回ということで、夏休みですと

か春休み、冬休みなどを活用して、子ども向けの上映

会のほうを行っているというふうに認識しております。

ただコロナということもありまして、今後もそんなに

多くの上映会ができないこともありますので、どのよ

うにしていったらいいのかというのも含めて、ちょっ

と検討のほうさせていただきたいと思います。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 塩原委員。 

◎塩 原 未知子 委員 

 新たな姿もあってもいいのかなと思ったりします。

あと、えほんの杜の活用もお願いしたいと思います。

以上です。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 以上で塩原未知子委員の質疑を打ち切ります。 

 ここで15分間休憩いたします 

 

             休 憩  午後２時31分  

             再 開  午後２時46分  

 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 再開いたします。 

 休憩前に引き続き、会派に属さない議員の質疑を許

します。次に伊藤浩委員の質疑を許します。伊藤浩委

員。 

◎伊 藤   浩 委員 

 それでは、私のほうからもですね、実績報告書のペ

ージに沿って質疑をさせていただきますので、よろし

くお願いいたします。なお金額の部分につきましては、

1,000円以下切り捨てで話をさせていただきたいと思

います。 

 まず12ページ、防災行政無線整備事業でございます。

令和２年度883万5,000円この中で、貸与件数が79件と

いうようなことでございますが、この79件のですね貸

与先、いわゆるどこに貸し出しをしているのか、その

辺の内訳をお伺いいたします。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 防災危機管理室長。 

◎防災危機管理室長（小 埜 和 広 君） 

 お答えいたします。昨年度の防災行政無線戸別受信

機対応事業としましては、この79件全て自主防災会長

様宅に貸与させていただいております。以上です。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 伊藤委員。 

◎伊 藤   浩 委員 

 各集落の区長さんというふうなことになるかと思い

ますけれども、本来の目的の１つにですね、いわゆる

防災行政無線が聞き取りにくい、いわゆる難聴のとこ

ろがあるというようなことで、そこも対象にしたいと

いうお話があったかと思います。昨年度からこの事業

スタートしました。今年度の予算が816万2,000円で今

年度継続されているわけなんですけれども、今年度新

たに購入される受信機の計画といいますか、今の現状

をちょっとお伺いしたいと思います。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 防災危機管理室長。 

◎防災危機管理室長（小 埜 和 広 君） 

 本市におきましては、防災行政無線戸別受信機の貸

与の要綱を定めまして対象世帯を定めております。昨

年度につきましては、自主防災会長様宅に対応という

ことでさせていただいたところでありますが、今年度

につきましては検討の結果、土砂災害警戒エリア、浸

水想定区域などの、いわゆる災害危険エリアにお住ま

いの世帯ということで対象にさせていただき、春夏に

かけまして募集をさせていただいたところでございま

す。その結果39世帯の申し込みがありまして、今後設

置をさせていただくこととなっております。以上です。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 伊藤委員。 

◎伊 藤   浩 委員 

 本年度の分では39世帯。自主防災会の会長さん、代

わられたところもあって、そうなるとアンテナの工事

もまたやらなければいけないという背景もあるのかな

というふうに思いますけれども、いわゆる先ほどあり

ました、ハザードマップ上で危険と思われるようなと

ころを中心にというようなことなんですけれども、今

年度の新たな購入台数というのは、39台で終わりなん

でしょうか。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 



 防災危機管理室長。 

◎防災危機管理室長（小 埜 和 広 君） 

 委員仰せのとおり、今年度新たに購入し貸与させて

いただく台数が39世帯となっております。なお昨年度

貸与させていただいた79件、自主防災会長様宅ですけ

れども、今年度春に区長さん交代された地区もござい

ます。そのため前区長様宅から新しい自主防災会長さ

ん宅に移設の作業も現在で進めさせていただいている

ところです。以上です。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 伊藤委員。 

◎伊 藤   浩 委員 

 防災行政無線に関しましては、ほかに毎年５局の整

備とかスピーカーの新設、あるいは調節とかというよ

うなことで、ちなみに今年度も3,000万円ほどこの予

算あるんですが、昨年度の79戸で予算、単純計算しま

すと１戸あたり約11万1,000円でございます。将来的

にこの戸別受信機を全戸に配布していくようなお話は、

今のなかで計画はされていないでしょうか。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 防災危機管理室長。 

◎防災危機管理室長（小 埜 和 広 君） 

 お答えいたします。全世帯に対しましては、戸別受

信機を対応する考えは現在のところございません。こ

れを実現するためには、相当の財源が必要となるとこ

ろでございます。市内５局の防災行政無線これまで整

備してきましたのが、当初で４億円以上の経費、また

その後、数千万円かけて増設をさせていただいたとこ

ろでありますが、先ほど委員仰せのとおり、１件あた

り11万円、これがおよそ5,000世帯になりますと５億

円以上、調査費も含めると６億円、７億円とかかって

くるような概算が見積もられますので、現在のところ

現実的ではないと考えているところです。以上です。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 伊藤委員。 

◎伊 藤   浩 委員 

 仰るとおり、５億5,000万円ほど原資が必要になる

わけなんですけれど、毎年ですね、いろんな調整をし

てもらって、今までよりは良くなっているというよう

なところもあるかと思うんですけれども、やはりあの

音でございますので、天気の具合によっても違います

し、いろんな条件にこう左右されてしまうと。やっぱ

りあの１番理想的なスタイルが、その受信機が各家庭

の茶の間に置かれてあって、細い情報でもすぐ入手で

きるというのが、私は最終的な理想的な姿のような気

がいたします。ぜひその辺も選択肢の１つというよう

な考え方で、今後も検討をお願いしたいと思います。 

 次の質問でございますけれども、14ページ、避難所

の機能強化整備事業。先ほど小関委員からも関連した

質問がございましたので、重複の部分は省きますけれ

ども、現在ですね、市内の避難所に常備置かれている

ものと、避難が発生した時に運搬して使うものがある

と思うんですけれど、この辺の状況どうなってますで

しょうか。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 防災危機管理室長。 

◎防災危機管理室長（小 埜 和 広 君） 

 現在の避難所への災害物資関係の備蓄配備状況につ

いてでございますが、全ての避難所におきましては、

これから申し上げます、小型発電機、投光機、無線機、

簡易トイレなどの資機材は配備をさせていただいてお

ります。またこの避難所機能等強化推進事業で計画的

に購入させていただいているようなアルファー米、飲

料水、また毛布等につきましては一部の指定避難所に

配備をさせていただいている状況にございます。以上

です。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 伊藤委員。 

◎伊 藤   浩 委員 

 やはりこちらもですね、その全ての避難所がやっぱ

り独立した機能を持っているというようなことが大事

なのではないかなというふうに思います。どんな災害

が起きるかも分かりません。もし指定避難所と避難所

の間のライフラインが使えなくなったというふうにな

った場合は、その避難所に避難した皆様は、そういう

物資も使えないという状況が発生することも想定して

おかなければならないではないかなというふうに思い

ます。先ほど前の質問で、いわゆるコロナ禍の対策で、

段ボールベッド、あるいは仕切り、上柳健康増進施設

に保管してあるというふうなお話もございましたが、

やはりこれらもですね、各避難所に振り分けをしてい

ただいて、どんなことがあっても、そこに行けばみん

なが同じものを使えるんだというのが、避難所のあり

方ではないかなというふうに私は思います、いかがで

しょう。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 防災危機管理室長。 

◎防災危機管理室長（小 埜 和 広 君） 

 お答えいたします。委員仰せのとおり、よそから備

蓄品を持ってくることなく、その避難所で全て賄える



のが理想であります。なるべくこの理想を追い求めた

いと思っているところでありますが、実際、学校、保

育所、その他施設において、保管スペースが限られる

ところも多いのが実状でございます。施設管理者等々

相談させていただいて、今後配備をさらに進めていき

たいと思っているところであります。 

 一方、市内この間、旧学校建物のうち、先ほど申し

上げた上柳健康増進施設もそうなんですけれども、鶴

子交流施設ですとか、旧玉野中学校である玉野地区公

民館など、保管スペースが比較的恵まれている施設も

ございますので、そういったところへの分散備蓄など

もちょっと改めて整理をして進めていきたいと思って

おりますので、よろしくお願いいたします。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 伊藤委員。 

◎伊 藤   浩 委員 

 ぜひできるところからでも、完全に整備されている

というような状況の中でですね、皆さんが安心して、

万が一の時は避難所を使っていただくというふうに進

めていただきたいというふうに思います。 

 ３点目の質問でございます。21ページ、地籍調査事

業514万6,000円でございます。この中でですね、まだ

測量が手がつけられていない、未測量の農地面積とい

うのはどのぐらいあるのか。また測量は終わったんだ

けれども、実際台帳面積に登記されていないというよ

うな部分、ここはどうなっているのか。お伺いをいた

します。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 市民税務課長。 

◎市民税務課長（菅 原 幸 雄 君） 

 お答えします。未測量の農地面積でありますけれど

も、3.71㎢、371町歩です。測量が終わって台帳面積

に登記されていない農地面積については、1.88㎢、

188町歩であります。以上です。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 伊藤委員。 

◎伊 藤   浩 委員 

 昨年は514万6,000円の実績でございましたが、今年

度予算1,019万7,000円の予算となっております。今年

度の計画の中で、測量あるいは台帳登記ができる部分

というのはどれぐらいありますか。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 市民税務課長。 

◎市民税務課長（菅 原 幸 雄 君） 

 お答えいたします。いわゆるゼロゼロ工区というこ

とで、鶴子地区でありますけれども、これがあの調査

そのものが平成25年に終わっておりまして、現在認証

を得て送付ということで進めております。また当初、

取上細野地区もということでありましたが、なかなか

ちょっと遅れ気味で、現在のところ、この鶴子地区の

件について作業を行っているところであります。以上

です。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 伊藤委員。 

◎伊 藤   浩 委員 

 今、答弁にございました。やっぱり鶴子でもまだ残

っておりました。やっぱりあの農地の面積がですね、

正確に反映されてないというふうになりますと、いろ

んな弊害も出てまいります。農業経営はもちろんなん

ですけれども、強いて言えば、市の税収入まで影響で

てくるわけでございますので、ぜひあの残りの部分で

すね、なるべく早く完全に完了できるように、今後進

めていただきたいというお願いを申し上げます。 

 次の質問でございますけれども、25ページのＩＪＵ

ターン支援事業でお伺いをいたします。今年度、尾花

沢市に移住された方、そして今まで尾花沢市に何名ぐ

らい移住された方がいらっしゃるか、まずお伺いをい

たします。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 定住応援課長。 

◎定住応援課長（有 路 玲 子 君） 

 お答えします。令和２年度の移住者ですけれども、

38名であります。また統計を取り始めた平成28年度か

らの累計は、153名となってございます。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 伊藤委員。 

◎伊 藤   浩 委員 

 想像以上に多くの皆さんが尾花沢に移住していただ

いているなというふうに思いました。この中で、尾花

沢に移住して、新たに農業でスタートされた方はどれ

ぐらいいらっしゃいますでしょうか。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 定住応援課長。 

◎定住応援課長（有 路 玲 子 君） 

 お答えします。平成28年から令和２年度までで11名

の方が新規就農されてございます。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 伊藤委員。 

◎伊 藤   浩 委員 

 一般質問でも触れましたが、やはりあの親元就農人



数が14名というお話もあったわけでございますけれど、

やはりこれからの尾花沢の農業を守っていくためにも、

大きな原動力になっていただかなければなりません。

いろんな面でフォローしていただいていると思います

けれども、具体的な内容をお伺いしたいと思います。  

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 定住応援課長。 

◎定住応援課長（有 路 玲 子 君） 

 定住応援課で行っている支援でありますけれども、

就農された人に限らず、住宅に関する助成支援制度を

行っております。また県外からの移住者に限りまして

は、移住世帯向け食の支援事業ということで、米、味

噌、醤油の支給をしております。また年１回開催して

いますけれども、移住者交流会、これはおおむね３年

以内の移住された方をご招待してございます。また昨

年度豪雪時に開催しましたが、安全な雪かき講習会な

どにご案内してございます。以上です。  

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 伊藤委員。 

◎伊 藤   浩 委員 

 やはりあの手厚いフォローをしていただくことが、

ずっと尾花沢に住み続けていただけるということにつ

ながるかと思いますので、今後ともよろしくお願いを

いたします。 

 続きまして86ページでございます。鶴子交流施設と

いうような事業でございますけれど、昨年10月から旧

鶴子小学校が廃校になりました。この施設を何とか有

効に使いたいというようなことで、鶴子交流施設思い

出の館、皆さんから募集したネーミングでスタートい

たしました。今回資料いただきまして、ほかにもあの

尾花沢市内、その地域で管理をしていただいているい

ろんな施設があるかと思います。名木沢生涯スポーツ

交流センター、上柳健康増進施設、宮沢地区地域福祉

交流センターと牛房野のほたるの里郷土資料館という

ようなところかなと思っていますけれども、これらの

ですね、使用実績があまり、何人使っていただきまし

たとかいうような部分が一部しか出されていない。や

はり地域の大事な施設として、皆さんから守っていた

だくわけですから、ぜひあのそういう細かい資料も一

緒に載せていただければなというふうに思いますが、

いかがでしょうか。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 社会教育課長。 

◎社会教育課長（鈴 木   敏 君） 

 議員よりご指摘のあります利用実績でございますけ

ども、実績報告書の124ページをご覧いただきたいと

思いますけれども、こちらのほうにですけれども、ほ

たるの里だけは載ってございます。ただあの委員仰り

ますような、鶴子交流施設でありますとか、名木沢生

涯スポーツ交流施設などの利用実績が載っていないと

いうことでございますので、こちらにつきましてもあ

の来年度以降、利用実績のほう掲示のほうをさせてい

ただきたいというふうに考えております。以上です。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 伊藤委員。 

◎伊 藤   浩 委員 

 よろしくお願いをいたします。 

 もう１点なんですけれども、だんだん今後もそうい

う学校の統合に伴って、こういう建物が増えてくるわ

けでございますけれども、地域でぜひその跡地を活用

したいという場合は、今申し上げたような施設もまた

増えてくるというような可能性もあるかと思います。

ぜひこの施設を管理する地域の人がですね、年に１回

ぐらい一同に会して、どんな工夫をしているかとか、

どんなことで困っているかとか、いろいろな意見交換

ができるような場所もあってはどうかなというふうに

思いました。いかがでしょう。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 社会教育課長。 

◎社会教育課長（鈴 木   敏 君） 

 鶴子交流施設と名木沢生涯スポーツ交流センターに

つきましては昨年度に開設いたしまして、それぞれ地

域の団体のほうに管理、運営については業務委託して

いるところでございます。委員仰いますように、定期

的な交流会といいますか意見交換会につきましては、

定期的な部分といいますか、各団体と協議のほうさせ

ていただきたいというふうに考えております。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 伊藤委員。 

◎伊 藤   浩 委員 

 それぞれ地域の皆さんがですね、そこを拠点になん

とか地域を活性化していきたいというふうな願いは、

共通で持たれている部分なのかなというふうに私も思

います。ぜひあの市のほうのアドバイスも含めながら、

皆さんが一同に集まれる機会、ぜひ来年度実現してい

ただきたいというふうに思います。 

 次に74ページでございます。非常備消防事業、先に

菅野委員からも関連した質問もございました。私から

はですね、昨年度退団された団員の方と、新入団員の

数が、やっぱり大きくバランスが崩れてしまっている



わけでございます。３月定例会で条例の改正よる定数

を750名から600名に改定いたしました。このような中

で、やはりこれから新たに消防団として入られる若い

方だけ見ますと、大変やっぱり人数的に大勢の皆さん

から入団していただけるという状況ではなくなってく

るのかなというふうに思います。以前から申し上げて

おりますけれども、予備消防団というふうな形で、現

在も進めていただいておりますけれども、この予備消

防団の強化ということが今こそ必要視されていること

ではないのかなというふうに思います。いかがでしょ

う。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 消防長。 

◎消防長（五十嵐 満 徳 君） 

 消防団の減少につきまして、本市のみならず全国的

な課題となっておりますけれども、一方で消防団の果

たす役割というものは火災のみならず、近年風水害に

おいても予想を超える被害が発生し、ますます消防団

の果たす役割が大きくなっているんだなというふうに

感じているところです。尾花沢市においても、昨年の

７月豪雨においては、多くの消防団員が出動し、警戒

や誘導活動など、さまざまな場面で活躍し、重要な役

割を果たしてきました。委員ご提案のとおり、消防団

員の減少により、各地区の地元防災のバックアップ的

存在が予備消防団だと思っております。予備消防団の

加入促進に向け、退団者に対しまして入団のお願いを

図っており、現在の予備消防団41名登録いただいてお

ります。引き続き団員数の少ない地区の退団者の皆さ

んには、ぜひ予備消防団の加入促進に向けて働きかけ

を行ってまいりたいというふうに考えております。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 伊藤委員。 

◎伊 藤   浩 委員 

 現在の予備消防団員41名いらっしゃるといったよう

なことでしたが、内訳的には５分団、５つの地区にこ

の41名の方がいらっしゃるような捉え方でよろしいで

すか。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 消防長。 

◎消防長（五十嵐 満 徳 君） 

 予備消防団41名の内訳については、消防団５分団、

各地区１分団ずつございますけれども、各分団のほう

に属して所属している状況でございます。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 伊藤委員。 

◎伊 藤   浩 委員 

 先ほど答弁にございましたように、やはり非常備消

防というのは、有事があった場合のまず何分を争うか

というような部分での活動が主体になるわけでござい

ます。なかなか日中家にいらっしゃる現職の消防団員

の皆さん、ほとんど今私の周りを見ますと、実際にい

ないというような状況でございます。ぜひこの予備消

防団という部分ですね、今までとまた違ったいわゆる

観点、目的等いろいろ検討していただきながら、ぜひ

強化策を進めていただきたいというお願いをいたしま

して私の質疑を終わります。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 以上で、伊藤浩委員の質疑を打ち切ります。 

 次に、鈴木裕雅委員の質疑を許します。鈴木裕雅委

員。 

◎鈴 木 裕 雅 委員 

 本日最後の質疑者になります、もう少しお付き合い

下さい。早速質疑に入りたいと思います。 

 決算書42ページ、43ページ及び44ページ、45ページ、

１年前の決算議会の中でも、私取り上げた部分になり

ますけれども、歳入になります。歳入の中でも市民税

の個人、法人、また固定資産税、都市計画税の部分に

なりますけれども、滞納繰越分の部分をメインに質疑

したいと思います。改善された点と悪化した点あるわ

けですけれども、こちらをどのように分析されている

か、お答えお願いします。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 市民税務課長。 

◎市民税務課長（菅 原 幸 雄 君） 

 お答えいたします。まず不納欠損額についてであり

ますけれども、令和２年度については1,144万5,547円。

元年度が677万4,193円でしたので、不納欠損額につい

ては、元年度と比べて467万1,354円増えているという

ような状況です。一方で収入未済額について申し上げ

ます。令和２年度が6,692万3,493円、元年度が8,253

万6,033円。未済額については1,561万2,540円減って

いるといったところです。収納率についても比べてみ

ますと、令和２年度については95.68、元年度が95.10

ですので、微増ではありますけれども、0.58収納率が

上がっているといったところであります。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 鈴木委員。 

◎鈴 木 裕 雅 委員 

 そのとおりではあるんですけれども、調定額に対し

ての収入未済額と収入済額ですか、その関係性により



ますけれども、収入済額が改善傾向にあって、それに

伴って収入未済額が減少傾向、改善傾向にある。ただ、

不納欠損額は項目ごとに見ていくと、若干悪化してい

る傾向にあるのかなと私は見ておりますけれども、ど

うでしょうか。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 市民税務課長。 

◎市民税務課長（菅 原 幸 雄 君） 

 お答えいたします。仰るとおりかと思います。収入

未済額につきましては、市民に対する公平性の観点か

らも催告など自主納付を促し、負担が大きい場合には

納税相談を行い、分割納付も行っておるようなところ

です。度重なる催告等にも反応がないなど、納付の意

思がない場合には、必要な調整や差し押えなどの滞納

処分を行いまして、行っているというようなところで

す。ちなみに預金等の調査については、令和元年度も

177件行っております。令和２年度271件、100件ほど

増えて、しっかりとした調査を行い、なおかつ年度末

に不納欠損と落とす場合も、市民税務課の役職の会議

を経て、この人は例えば生活保護であったり、預貯金

がなかったり、年金収入のみだというような場合に落

としているというような状況です。以上です。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 鈴木委員。 

◎鈴 木 裕 雅 委員 

 納税者、市民の方だったり法人の方というのも、納

税をしなければならないという義務感は感じていらっ

しゃるんだと思います。また収納率から見ましても、

収納の努力であったり、コンビニ収納だったり、夜間

相談というものを行いながら、努力というものは見受

けられるのかなと思います。差し押さえという言葉が

今答弁で出てきたんですけれども、私差し押さえのほ

うまでちょっと考えていなかったんですけれども、差

し押さえという実績は、令和２年度はあったんでしょ

うか。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 市民税務課長。 

◎市民税務課長（菅 原 幸 雄 君） 

 お答えいたします。99件の差し押さえを行っている

ところです。以上です。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 鈴木委員。 

◎鈴 木 裕 雅 委員 

 答弁聞き漏らしたようで大変失礼しました。この差

し押さえなんですけれども、最終的な手段というふう

に私は感じています。できれば差し押えという方法は

とりたくない。取らないためには、やはり納税する姿

勢というものを見せていただかなければならないのか

なと思います。そこで活用していただきたいのが夜間

相談、月一回ですかね今、夜間相談がありますので、

夜間相談に来ていただく、もしくは個別に相談をして

いただいて、夜間以外にも時間を調整していただくと

いう方法が必要になるのかなと。最初に納税する姿勢

を見せていただくことが一番かなと思いますけれども、

そういった取り組みは今現在どういうふうになってい

るでしょうか。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 市民税務課長。 

◎市民税務課長（菅 原 幸 雄 君） 

 お答えいたします。委員仰せのとおり差し押さえに

至るまでには、それはもう何回も、もちろんご連絡申

し上げて、文書なり電話なりと、当然夜間相談もご案

内しまして、その上で通帳等の調査を行い、差し押さ

えに至っているというような経過でございます。以上

です。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 鈴木委員。 

◎鈴 木 裕 雅 委員 

 お聞きの皆さんにやはり誤解されたくないので、私

は別に責めているわけではなくて、事実を申し上げて

いるだけです。その事実、不納欠損額というのを少な

くしていくということが、歳入にとって、尾花沢市の

歳入にとって行わなければならないことであるわけで

す。税の公平性、負担の公平性からいってもそういう

ふうに考えられるわけです。１年前の税務課長の答弁

で、市税は市の歳入の根幹を成しているもの。納税し

やすい環境を整える、課税客体の適正把握、収納率向

上に努め歳入の確保を図る、滞納されている方につい

て親身になって相談していくというふうに答弁いただ

いておるんですけれど、１年間そういうふうに、行政

対応は行えていたのではないかと思います。それが収

入済額の増加であったり、収入未済額の減少というふ

うに結び付いてきているのではないかなと思いますけ

れども、今後ともこういった努力、また新しい何かア

イデアを持ちながら、収納率の向上に、今後とも努め

ていただきたいと思いますが、一言あればお願いしま

す。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 市民税務課長。 

◎市民税務課長（菅 原 幸 雄 君） 



 ありがとうございます。令和元年度から２年度にか

けての納税環境ということについては、そのまま踏襲

したような形でありましたけれども、今年度に入りま

して、新たに介護保険料とそれから後期高齢者医療保

険料のコンビニ収納を行っております。少しでも納税

環境の整備と言いますか、そこはもちろん続けており

ますし、続けていきますし、親身になってその納税相

談にも応じ、分納等、返しやすいような環境作りに努

めてまいりたいと考えております。以上です。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 鈴木委員。 

◎鈴 木 裕 雅 委員 

 拍手を送りたいような答弁をいただいたと思います。

ありがとうございます。 

 次に移ります。公共工事における入札制度、ランク

付けについてなんですけれども、また決算でいうと工

事全体のことを伺いたいので、何ページということは

なくなってしまうんですけれども、この公共工事とい

うのは何種類かあるものだと理解しています。この公

共工事の種類何種類ぐらい、どんな種類があるかを財

政課長でよろしいですか、お願いします。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 財政課長。 

◎財政課長（本 間   純 君） 

 格付けされている工事につきましては、８件、土木

一式工事とか建築工事等々ございます。そのほかにも

ランク付けされていない、いわゆる格付けの大工工事

とか、そういった工種もいろいろございます。以上で

す。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 鈴木委員。 

◎鈴 木 裕 雅 委員 

 私のほうからは、その中でも、道路だったり、建設

だったり、観光地の電気工事といった大きい括りの中

での、入札制度に関わるその入札の資格について伺い

たいんですが、確か入札資格、工事の種類Ａ、Ｂ、Ｃ

ランク、Ｄまであるんですかね、その中のＡ、Ｂ、Ｃ、

Ｄの違いというのをご説明お願いします。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 財政課長。 

◎財政課長（本 間   純 君） 

 入札参加資格の審査格付けにつきましては、２ヵ年

に一度登録していただいております。現在の指名登録、

格付けにつきましては、令和３年と４年の２ヵ年とい

うふうなことで、ランク付けさせていただいておりま

す。このランク付けにつきましては、細かな部分では、

市町村によって若干異なるところはございますけれど

も、基本的には経営規模等評価通知書というものがご

ざいまして、そちらのほうの総合評定値、これをベー

スに総合点数を積算いたしますけれども、これには場

合によっては技術者要件、こういったものも加味しな

がら点数化し、そしてランク付けをしているところで

ございます。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 鈴木委員。 

◎鈴 木 裕 雅 委員 

 総合評点、点数を付けながらランクを決めていくわ

けですけれども、この計算方式というのは非常に難し

い。難解ですけれども、適正に行われている点数によ

ってランクが付いていくわけです。そのランクによっ

て入札できる工事が決まってくるわけですけれども、

その中でありました有資格者についての部分あるわけ

ですけれども、これはＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄランクどの資格

工事にも、有資格者というのは必要なんでしょうか。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 財政課長。 

◎財政課長（本 間   純 君） 

 有資格者の要件があるのは、土木工事、建築工事、

電気工事の３つで尾花沢ではやってございます。その

他の業種については有資格者の用件は付けてございま

せん。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 鈴木委員。 

◎鈴 木 裕 雅 委員 

 ３つ、土木、建設建築、電気大きく分けて３つの部

分で、有資格者の部分が必要だということであります

けれども、確かこの庁舎を造る時に、道路の部分は別

ですけれども、建築建設と電気、それと管工事に分か

れての入札が行われたのかなと記憶しておるんですけ

れども、その中の管工事に有資格者、必要ないという

のは何か理由あるんでしょうか。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 財政課長。 

◎財政課長（本 間   純 君） 

 管工事に有資格者がいらないというふうな形で庁舎

の場合は入札は行ってございません。有資格者は置い

てくださいというふうにたぶん、詳細ちょっと手元に

ございませんけれども、入札の仕様書のほうにはたぶ

ん、入札条件として、有資格者を置かなければならな

いというふうになっていると思います。 



◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 鈴木委員。 

◎鈴 木 裕 雅 委員 

 庁舎の入札の場合は有資格者要件が必要だったとい

うことでありますけれども、通常の決算書には載って

いるような入札に関わる、管工事に関わるものではど

うだったんでしょうか。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 財政課長。 

◎財政課長（本 間   純 君） 

 通常の管工事の入札については、ランク付けの段階

で有資格者の用件はございませんので、工事のほうで

も有資格者を置かなければならないというふうな条件

は付していないと思います。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 鈴木委員。 

◎鈴 木 裕 雅 委員 

 私も不勉強ですので、過去尾花沢市でいつからそう

いう制度になっているかというのはちょっと把握でき

てはいませんけれども、今は聞きませんけれども、そ

ういう有資格者制度、必要なのか必要ないのかという

のは、私にもちょっと難しい問題です。ただその事業

主の方、事業者さんだったりが、どういうふうに捉え

ているかというところは、確認するべきではないかな

と思うんですけれども、そういった相談というのは過

去あったんでしょうか、ないでしょうか。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 財政課長。 

◎財政課長（本 間   純 君） 

 これまでも何度かこの入札制度、ランク付けの関係

につきましては、細かな見直しが行われてきまして、

現在に至っている状況でございます。その中で関係団

体との意見交換会というふうなものが、春先に通常行

われておりまして、その中でいろいろな制度改正等の

説明なども含めて、意見交換をやっておったところで

ございますけれども、昨今のコロナの関係で、今年度

につきましては実施できませんでしたので、人数を制

限した、役員さんだけの意見交換というふうなことで、

今年度は実施したところでございます。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 鈴木委員。 

◎鈴 木 裕 雅 委員 

 ちょっとどういうふうに話を展開しようか今迷って

いるんですけれども、国や県ではこの管工事の部分と

いうのは、有資格者、Ａランクの工事は有資格者を置

かなくてもいいよというふうになっているんでしょう

か。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 財政課長。 

◎財政課長（本 間   純 君） 

 建設業法の中で、例えば管工事であれば、有資格者

を置くとかというふうな形には特段なってはございま

せんけれども、必ず置かなければならないというふう

な規定になっているか、ちょっとそこまで今の段階で

確認できません。申し訳ございません。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 鈴木委員。 

◎鈴 木 裕 雅 委員 

 単刀直入に聞くと、令和２年度までのいろいろな公

共工事の中で管工事、大きく分けての管工事だけ有資

格者はＡランクでいらないよとなっているのは、正し

いと思いますか、間違っていると思いますか 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 財政課長。 

◎財政課長（本 間   純 君） 

 先ほどから申し上げておりますように、制度につい

ては、これまでも何度も見直ししてきておりますので、

その辺の情報、管工事組合様のほうともお話を聞かせ

ていただきながら、見直すべきことがあれば改めてい

きたいと思います。ただそうした場合に、今までＢラ

ンク、Ａランクだったんですけれども、資格者がいら

っしゃらない関係でランクが下がると。業者のほうに

不利になる、取り扱わなければならないという場合も

出てくるかと思いますし、工事金額において、Ａラン

ク、Ｂランク、Ｃランクというふうなことで、それぞ

れ参加できる工事のほうも種類が変わってきます。そ

の関係で、「今までは、うちＢランクで仕事に参加で

きたんだけれども、資格者がいる関係でＡランクにな

ってしまった。大きい工事しか参加できなくなってし

まった。」というふうな、不利な部分も出てきますの

で、その辺は十分、事業者さんの皆さんとも意見交換

した中で、整合が取れるようであれば、見直ししてい

きたいと考えています。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 鈴木委員。 

◎鈴 木 裕 雅 委員 

 お話ししていただけるということですので、十分お

話ししていただいて、結果を我々議員のほうにもご報

告いただければと思います。もちろん定例会は終わっ

てしまうわけですけれども、ぜひお願いしたいと思い



ます。 

 それでは次に予備費について伺います。211ページ

になります。午前中、本日の一番最初の質疑者鈴木由

美子委員のほうからも、この予備費についての質疑あ

ったわけでありますけれども、私のほうからは、視点

を変えて質疑させていただこうと思います。この予備

費ですけれども、あり方、どういった使い方が従来想

定されているんでしょうか。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 財政課長。 

◎財政課長（本 間   純 君） 

 午前の部でもご説明申し上げましたけれども、不測

の事態ということで、災害等で緊急に例えば、埋塞土

砂を撤去しなければならないような場面とか、あとは

車両関係でエンジンが壊れました、トランスミッショ

ンが壊れましたというふうなことで、走行できないよ

うな状況になってしまって、市民あるいは児童生徒の

送迎用の車が使えないというふうな場合。基本的には

修繕費というふうな形で置いておきますけれども、必

要以上に予算を置けない現状もございますので、不足

の部分については予備費対応というふうな形で、処理、

充用させていただいています。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 鈴木委員。 

◎鈴 木 裕 雅 委員 

 災害対応というのが、１番分かりやすくて、１番メ

インの使い方になるのかなと私も考えています。事業

費が足りないから予備費からも充当、充用しようとい

うのは、違うという答弁だと理解しました。また午前

中の由美子委員からあったように、流用だったり、充

用というのは、法令に基づいて処理されているという

ふうに答弁いただいております。自治法の、地方自治

法の217条と220条の２項によってルールがあって、そ

れに則ってされているということですので、ルール違

反ではないということはもちろん理解はしていますけ

れども、予備費をどういうふうに使っていったらいい

のか。予備費のあり方というのは、今回の決算では、

ちょっとイメージが違ったのかなと思います。コロナ

の部分がありますから、コロナの部分が補正によって

増大されて、その部分が予備費の中に全て組み込みさ

れてしまったので、大きく見えてしまうというところ

が現状かなと思うんですけれども、実際このコロナに

関する補正というのは、予備費の中ではなくて、違う

場所で、コロナ対策費として行わなければならないの

かなと。決算書では分かりにくいのかなと思うのです

が、いかがでしょうか。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 財政課長。 

◎財政課長（本 間   純 君） 

 そうですね、コロナ関係の予算に予備費充用という

ふうな形で、予備費総額が5,000万円のうち3,064万円、

これをコロナ関連の予算に充用したということで、こ

こからそれぞれの支出科目のほうで支出しているとい

うことで、こちらのほうについては、ここからそちら

の予算のほうに、各支出する科目のほうに、予算を配

分してやったというふうなことでございますので、予

備費で全てのコロナ予算を使ったというのは、若干認

識が違うかと思います。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 鈴木委員。 

◎鈴 木 裕 雅 委員 

 コロナ禍で、災害に対応する部分とそのコロナに対

する部分と分けられていて、という考え方が一番いい

のかなと思います。また予備費から充用した部分で、

不用額出ている部分あるわけですけれども、充用する

部分が多かったのかなと思います。また予算額、コロ

ナのことに関しては、予算なかなかあてにくい部分が

ありますけれども、その予算が不足している部分もあ

ったのかなと。適正な予算額ではなかったのかなと。

適正な予算額でないから、補正を組んだり充用しなけ

ればならないわけですけれども、今後の予算編成に向

けて、このあたりをどういうふうに活かしていくおつ

もりでしょうか。活かしていく方法があればお願いし

ます。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 財政課長。 

◎財政課長（本 間   純 君） 

 予備費、予算の流用した上で、不用額が出てしまっ

ているというふうなご指摘でございますけれども、予

備費も予算の流用も、必要最小限というふうな所要額

を、予算を移動するというふうな形になるかと思いま

すので、本来的には不用額は発生しないことにはなり

ます。若干の端数分は出ますけれども。ただあの午前

の部で、路線バスの関係で、市民税務課長が答弁して

おりましたけれども、特定財源という裏財源があった

場合、そちらのほうでは備品修繕費、備品購入費はあ

るんだけれども、これは特定の事業でございまして、

こちらのほうはこの予算を使うことはできないと。そ

の目的のためだけしか予算執行できない。別のほう、

同じ款項目の中でも備品購入費ありまして、そちらの



ほうで使わなければならないという関係で、別の予算

から流用したというふうな中身でございますので、基

本的にはあの必要最小限の予算しか予備費充用、ある

いは予算の流用というふうなことはしてはならないと

いうふうに認識しておりますので、その辺、我々職員

も、なかなかその辺を理解していない方もいるかと思

います。その辺をもう一度、初心に返りまして、説明

してまいりたいと思います。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 鈴木委員。 

◎鈴 木 裕 雅 委員 

 私の通告は以上になるわけですけれども、本来であ

れば事業のほうにも質疑を及ばしたかったなという思

いがあります。けれども時間になってしまいましたし、

30分の限られた時間の中で、満足のいく質疑というの

は、なかなかやっぱり難しいものがあるなと考えてい

ます。これからほかの委員による質疑も後日あります

ので、参考にしたいと思います。以上で私の総括を終

わります。 

◎決算特別委員長（大 類 好 彦 委員） 

 以上で、鈴木裕雅委員の質疑を打ち切ります。 

 本日の委員会はこの程度にとどめ、明日14日午前10

時より引き続き総括質疑を行います 

 本日は、これにて散会いたします。大変ご苦労様で

ございました。 

 

             散 会  午後３時46分  


